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社会保障政策の現状と課題について
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2005年(実績) 2030年 2055年

75歳～
1,164( 9%)

65～74歳
1,412(11%)

20～64歳
7,783(61%)

～19歳
2,418(19%)

総人口
1億2,777万人

総人口
1億1,522万人

総人口
8,993万人

75歳～
2,266(20%)

75歳～
2,387(27%)

65～74歳
1,401(12%)

65～74歳
1,260(14%)

20～64歳
6,305(55%)

20～64歳
4,290(48%)

～19歳
1,550(13%)

～19歳
1,057(12%)

万人 万人 万人

歳歳 歳

2007年～
生まれ

2007年～
生まれ

65歳～人口

20～64歳人口

１人
３．０人

今後の出生率の動
向により変化

今後の出生率の動
向により変化

１人
１．７人

１人
１．２人

注：2005年は国勢調査結果（年齢不詳按分人口）。

○我が国の人口構造の変化を見ると、現在１人の高齢者を３人で支えている社会構造になっており、尐子
高齢化が一層進行する2055年には１人の高齢者を１．２人で支える社会構造になると想定

人口ピラミッドの変化（2005，2030，2055）-平成18年中位推計 -
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年金

医療

福祉その他

1人当たり社会保障給付費

年金

福祉その他

医療

一人当たり社会保障給付費（右目盛）

2008
(平成20)

1990
（平成2)

1980
（昭和55)

1970
（昭和45)

1960
（昭和35)

1950
（昭和25)

（兆円） （万円）

47.2

24.8

3.5

0.1 0.7

94.1

105.5

～～

2000
（平成12)

78.1.

2010
(予算
ﾍﾞｰｽ)

社会保障給付費の推移

資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成20年度社会保障給付費」2010年度（予算ベース）は厚生労働省推計、

2010年度の国民所得額は平成22年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成22年1月22日閣議決定）

（注）図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2008並びに2010年度（予算ベース）の社会保障給付費（兆円）である。

（参考）一人当たり社会保障給付費は、2008年度で73.7万円、2010年度（予算ベース）で82.8万円である。

1970 1980 1990 2000 2010(予算ﾍﾞｰｽ)

国民所得額（兆円）Ａ 61.0 203.9 346.9 371.8 336.4 

給付費総額（兆円）Ｂ 3.5(100.0%) 24.8(100.0%) 47.2(100.0%) 78.1(100.0%) 105.5(100.0%)

（内訳） 年金 0.9( 24.3%) 10.5( 42.2%) 24.0( 50.9%) 41.2( 52.7%) 53.2( 50.4%)

医療 2.1( 58.9%) 10.7( 43.3%) 18.4( 38.9%) 26.0( 33.3%) 32.1( 30.4%)

福祉その他 0.6( 16.8%) 3.6( 14.5%) 4.8( 10.2%) 10.9( 14.0%) 20.2( 19.1%)

Ｂ／Ａ 5.77% 12.15% 13.61% 21.01% 31.36%
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年 金

53.2兆円
（50.4％）

保険料

58.7兆円

医療

32.1兆円

（30.4％）

国庫負担

27.8兆円

（うち介護 7.5兆円）

地方負担

9.5兆円

資産収入等
福祉その他

20.2兆円（19.1％）

社会保障関係費
27.3兆円

消費税
9 .6兆円

恩
給

関
係

費
0.7

兆

円

所得税
12.6兆円

公共事業関係費 5.8兆円

法人税 6.0兆円

文教及び科学振興費5.6兆円

その他の税収 9.2兆円

防衛関係費4.8兆円 その他収入10.6兆円

その他9.3兆円
建設公債6.4兆円

地方交付税交付金等

17.5兆円

特例公債
38.0兆円

国債費
20.6兆円

決
算

調

整

資

金

繰

戻

0.7
兆
円

○社会保障給付費は約105.5兆円（年金が約５割、医療が約３割）
○この給付（105.5兆円）を保険料（約6割）と公費（国・地方）（約3割）などの組合せにより賄う
○社会保障に対する国庫負担は27兆円を超え、一般歳出の51%を占めている

一般会計歳出の29.5％

一般歳出の51.0％

社会保障給付費（平成22年度予算ベース） 国 一般会計（平成22年度予算）

給付費 105.5兆円 財源 96.1兆円＋資産収入 歳出 92.3兆円 歳入 92.3兆円

社会保障の給付と負担

保険料の例
年金
国民年金
15,100円(H22.4-)
厚生年金
15.704%(H21.9-)
医療保険
協会けんぽ
9.34％（Ｈ22.3-）

介護保険
１号保険料平均
4,160円
（H21～H23年度）

直近の実績値（平成20年度）
・社会保障給付費 94.8兆円（ＮＩ比26.8%）
・財源構成 保険料 57.4兆円、公費32.7兆円

（ほか資産収入など）
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（注）OECD：”Social Expenditure Database”等に基づき、厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室で算出したもの。いずれも2007年。
OECD社会支出基準に基づく社会支出データを用いているため、社会保障給付費よりも広い範囲の費用（公的住宅費用、施設整備費等）も計上されている。
高齢化率はOECD: “OECD in figures 2009” ）

○我が国の社会保障給付の規模を部門別に比較すると、
・ 年金― 米英を上回るが、他の欧州諸国をやや下回る規模
・ 医療― 米国や欧州諸国を下回る規模
・その他の給付― 米国を上回るが、欧州諸国をかなり下回る規模 となっている

9.55%
6.69% 6.71%

10.70% 9.25%
12.94%

6.30%
7.38% 6.84%

7.85%
6.58%

7.49%3.40%
2.43%

7.77%

7.70% 11.87%
8.32%
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35%

40%

45%

日本 アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン フランス

福祉その他

医療

年金

《1.25%》

《うち介護》

《0.01%》
《0.54》

《0.00%》
《0.08%》

《2.25%》

19.26%

16.50%

21.32%

26.24%

28.75%27.70%

社会保障給付の部門別の国際的な比較（対GDP比）

《高齢化率（2007年）》 《21.5%》 《12.6%》 《16.0%》 《20.2%》 《16.6%》《17.4%》
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現在の社会保障制度について

○ 現在の社会保障制度は、高度経済成長期であった１９６０～１９７０年代にその骨
格が完成しているため、以下のような点を前提としておおむね構築されている。

【制度設計とその前提について】
① 正規雇用・終身雇用・完全雇用

→ サラリーマンは職域保険（健康保険、厚生年金）に、その他の者は地域保険

（国民健康保険、国民年金）に加入することで、皆保険・皆年金を達成

② 右肩上がりの経済成長
→ 給付の増大については、給与の上昇による保険料収入の増や税収増により

賄うことができる

③ 企業の福利厚生の充実、核家族モデル（特に専業主婦）、地域社会のつながり
→ 現役世代については、社会保障制度による対応は補完的
→ 高齢者に対する給付が相対的に手厚くなっている

－７－



社会保障制度を取り巻く状況の変化について
○ 現在の社会保障制度を取り巻く状況は１９６０～７０年代当時から大きく変化している。
① 雇用基盤の変化（就労形態の多様化）
② 家族形態の変化（単身高齢世帯の増加、離婚の増加に伴うひとり親世帯の増加）
③ 地域基盤の変化（都市化と過疎化の同時進行、地域コミュニティの弱体化、人口減尐社会到来）
④ 生活・リスク形態の変化（社会的ストレスの増大、自殺、うつ等の増加）

社会情勢の変化に対応し、これまで、年金、医療、福祉など制度ごとに対応を実施してきたが、

○ 世代間の給付・負担のアンバランス、ニーズの変化に対応したサービスの充実・強化、縦割り
型制度、不十分な貧困・困窮者対策、負担の次世代への先送りといった問題は未解決
○ 問題解決には、財源問題も含めた社会保障制度の一体的・抜本的な改革が必要

尐子高齢化の進展と経済成長の鈍化により、
社会保障給付費の対ＧＤＰ比が増加

○ 経済を支え、経済成長に貢献する社会保障（一人一人の能力を引き出す社会保障＝
ポジティブ・ウェルフェア）の構築

○ 新たな課題やニーズの変化、各制度が内包している課題に対応した社会保障の機能強化
他方、必要な効率化を併せて実施

○ 安定的な財源の確保

※これらを一体的、総合的に議論する必要

改革の全体像を議論するためのポイント

－８－



社会保障改革に係る検討体制
政府・与党社会保障改革検討本部

本部長：菅内閣総理大臣 本部長代理：仙谷内閣官房長官
（政府側構成員）

片山総務大臣、 野田財務大臣、 細川厚生労働大臣、 大畠経済産業大臣、
岡崎内閣府特命担当大臣(少子化対策）、 海江田内閣府特命担当大臣(経済財政政策）、
玄葉国家戦略担当大臣、 古川内閣官房副長官、 福山内閣官房副長官、 峰崎内閣官房参与

（与党側構成員）
岡田民主党幹事長、 玄葉民主党政策調査会長、 藤井民主党税と社会保障の抜本改革調査会長、
平田民主党参議院幹事長、 枝野民主党幹事長代理、 長妻民主党筆頭副幹事長、
城島民主党政策調査会長代理、 一川民主党政策調査会長代理、
下地国民新党幹事長、 亀井国民新党政務調査会長、 田中新党日本代表

社会保障改革に関する有識者検討会

宮本太郎 北海道大学大学院法学研究科教授（座長）
駒村康平 慶應義塾大学経済学部教授 （副座長）
井伊雅子 一橋大学国際・公共政策大学院教授
土居丈朗 慶應義塾大学経済学部教授
大沢真理 東京大学社会科学研究所教授

社会保障・税に関わる番号制度に
関する実務検討会

仙谷官房長官 (座長)
古川官房副長官 (座長代理)
総務副大臣、 財務副大臣、 厚生労働副大臣、
経済産業副大臣、 平野内閣府副大臣、
末松内閣府副大臣、 和田内閣府大臣政務官、
（オブザーバー)
古本民主党税制改正ＰＴ事務局長
亀井国民新党政務調査会長

※ 平成22年10月28日時点

※ 平成22年11月５日時点

※ 平成22年11月９日時点
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社会保障改革に係る最近の検討経過

時 期 概 要

平成２２年

１０月２８日
第１回 政府・与党社会保障改革検討本部

・今後の進め方

１１月 ９日
第１回 社会保障改革に関する有識者検討会

・今後の進め方
・社会保障の現状と課題

１１月１６日
第２回 社会保障改革に関する有識者検討会

・社会保障改革に関するこれまでの主な議論
・社会保障の財源と財政運営戦略

１１月２２日
第３回 社会保障改革に関する有識者検討会

・社会保障を支える税制
・相対的貧困と財政、雇用

１２月 １日
第４回 社会保障改革に関する有識者検討会

・社会保障改革の具体的内容に関するこれまでの議論

１２月 ８日
第５回 社会保障改革に関する有識者検討会

・報告書とりまとめ

１２月１０日

第２回 政府・与党社会保障改革検討本部
・民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整理」の報告
・「社会保障改革に関する有識者検討会報告」の報告
・本部決定

１２月１４日 閣議決定
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社会保障改革については、以下に掲げる基本方針に沿って行うものとする。

１．社会保障改革に係る基本方針

○ 尐子高齢化が進む中、国民の安心を実現するためには、「社会保障の機能強化」とそれを支える「財政の健
全化」を同時に達成することが不可欠であり、それが国民生活の安定や雇用・消費の拡大を通じて、経済成
長につながっていく。

○ このための改革の基本的方向については、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整理」や、「社会
保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への社会保障ビジョン～」において示されている。

○ 政府・与党においては、それらの内容を尊重し、社会保障の安定・強化のための具体的な制度改革案とそ
の必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改
革について一体的に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、２３年半ばまでに成案を得、国民的な
合意を得た上でその実現を図る。

また、優先的に取り組むべき子ども子育て対策・若者支援対策として、子ども手当法案、子ども・子育て新シ
ステム法案（仮称）及び求職者支援法案（仮称）の早期提出に向け、検討を急ぐ。

○ 上記改革の実現のためには、立場を超えた幅広い議論の上に立った国民の理解と協力が必要であり、その
ための場として、超党派による常設の会議を設置することも含め、素直に、かつ胸襟を開いて野党各党に社
会保障改革のための協議を提案し、参加を呼び掛ける。

２．社会保障・税に関わる番号制度について

○ 社会保障・税に関わる番号制度については、幅広く国民運動を展開し、国民にとって利便性の高い社会が
実現できるように、国民の理解を得ながら推進することが重要である。

○ このための基本的方向については、社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会「中間整理」にお
いて示されており、今後、来年１月を目途に基本方針をとりまとめ、さらに国民的な議論を経て、来秋以降、可
能な限り早期に関連法案を国会に提出できるよう取り組むものとする。

社会保障改革の推進について （平成22年12月14日閣議決定）

－１１－



・日本の社会保障は、男性世帯主の
安定的雇用（「雇用を軸にした安心
社会」）を前提に、これを補完する役
割を担ってきた
・支出面で増大してきたのは年金
・子育て・介護は女性に依存

日本の社会保障の発展

・現役世代の生活リスクに社会保障が対応できない
・高齢世代も社会保障が幸福感に結びつかず

（２）社会保障改革の可能性 いかなる日本を目指すのか

（４）改革の方法と選択肢

社会保障国民会議（H20）、安心社会実現会議（H21）等の議論の蓄積を尊重しつつ、新たな視点からの検証も加えて、議論を発展

雇用、教育と連携する
システム改革

国民と共にすすめる改革 社会保障諮問会議（仮称）

雇用、教育、社会保障の３つの政策分野が一
体となって支える

客観的で分かりやすく整理された情報を提供し、
国民の理解を得ながら進める改革

社会保障を政争の具とせず、与野党議員等で
構成される常設の会議体を速やかに設置

安心と活力への社会保障ビジョン
１ 現行社会保障制度と改革の課題

（３）これまでの社会保障改革論議の総括

社会の変化と
社会保障の機能不全

機能不全

変化
・グローバル化、非正規雇用の増大
・家族、地域の変容

（１）日本社会の現状と社会保障改革の課題 ビジョンから行動へ

新しい社会保障の設計にあたり、超党派的議論の
蓄積をふまえて、負担のあり方も含めた改革のビ
ジョンを示す

・ビジョンは多くの国民の納得と合意で力に
・多くの国民の参加を得ながら、ビジョンを実行へ

参加と包摂の日本 つながりと居場所
のある日本

アジアのなかの
安心先進国

活力ある中間所得
層の再生

責任を分かち合う日本

貧困と社会的排除をなくし、
皆が各々の出番をもつ 家族や地域を甦らせる 中間層の疲弊に対処

共通の問題を解決する道
筋を示す

次世代に負担を押し付けることなく、各
自の責任を果たし、支え合っていく覚
悟と合意（社会契約）

これまでより国民の人生の可能性を高める、新しい社会
保障と日本社会のあり方を展望

社会保障改革に関する有識者検
討会報告（概要）
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①切れ目なく全世代を対象とした社会保障 ・・・ 主に高齢世代を給付対象とする社会保障から全世代対応型の保障への転換

②未来への投資としての社会保障 ・・・ 子ども・子育て支援等を中心に、未来への投資としての性格を強める

③地方自治体が担う支援型のサービス給付とその分権的・多元的な供給体制（現物給付）

・・・ 社会的包摂のため、支援型サービス給付の役割を重視。自治体がNPO等とも連携しつつ、住民の声に耳を傾けてサービスを提供

④縦割りの制度を越えた、国民一人ひとりの事情に即しての包括的な支援

・・・ 縦割りの制度を越えて、ワンストップサービス、パーソナルサポートを提供

⑤次世代に負担を先送りしない、安定的財源に基づく社会保障

・・・ 現在の世代が享受する給付費の多くを後代負担につけ回ししている現状を直視し、給付に必要な費用を安定的に確保

（２）５つの原則

（１）３つの理念

参加保障 普遍主義 安心に基づく活力

・国民の社会参加を保障し、社会的な包
摂を強めることを目指す

・すべての国民を対象
・国、自治体、ＮＰＯ等の多様な主体が
協力

・社会保障と経済成長の好循環を目指す
雇用と消費の拡大
国民の能力開発
相互信頼の増大 など

（３）理念と原則を踏まえた改革の各論 （例示）

① 所得保障・年金 ・・・改革についての超党派的議論、基礎年金国庫負担、働き方等への中立性、最低保障機能
② サービス保障 医療・介護・・・機能分化の徹底と集約化、医療・介護・福祉の連携、プライマリ・ケア
③ 子ども・子育て支援 ・・・「子ども・子育て新システム」の検討
④ 格差・貧困対策 ・・・社会保障の再分配機能強化と、雇用・教育・地域・税制等の諸政策の連携

安心と活力への社会保障ビジョン
２ 社会保障改革の３つの理念と５つの原則

社会保障改革に関する有識者検
討会報告（概要）
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(1)社会保障負担のあり方

(2)信頼醸成への道

１ 社会保障制度そのものが多くの国民のリスクとニーズにかみ合うこと

２ 社会保障と税にかかわる番号制度、消費税の使途の限定 → 負担が公平に分担され、無駄なく活用されること

３ 自治体への権限付与等による、分権型の社会保障への転換を進めること

(3)社会保障強化と財政健全化の同時達成

○社会保障強化だけを追求すれば、いずれ機能停止

○財政健全化のみを目的に社会保障の質を犠牲にすれば、社会
の活力を引き出せない

社会保障強化と財
政健全化の
同時達成が必要

①「負担」とは何か

公的な給付と負担が尐なければ私的な給付と負担が増大。公的負担と私的負担のバランスについて国民的合意を急ぐ必要

② 負担と給付をめぐる歪みの是正を

現役世代で見返り感が乏しいまま負担感が増し、制度不信が高まっている。新しい状況に沿って、負担と給付の関係を調整する必要

③ 将来世代への先送りを見直す

高齢者３経費（年金・医療・介護）については、消費税収との差額が公債依存を通して将来世代に先送りされていることを自覚する必要

④ 社会保険の揺らぎを税負担で補完を

財源の約３分の２を占める社会保険料負担について、非正規化等の状況を踏まえ、逆進性などのあり方を点検し、必要な税財源を確保

⑤ 社会保険制度を中核に

安心と活力への社会保障ビジョン
３ 社会保障改革の枠組み

明日へと続く社会のため、
次世代につけを先送りしな
い社会保障

社会保険は、負担と給付の関係や加入者相互の連帯が見えやすい制度。加入基盤の拡大や女性の就労インセンティフﾞを弱める要素の見直しが必要

社会保障改革に関する有識者検
討会報告（概要）
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（１） 税の再分配機能と所得・資産課税の重要性

（２）人口構造・雇用・経済環境の変容のなかでの消費税の基幹性

・官の肥大化には使わないなど、H２１年度税制改正法附則104条や「中期プログラム」の考え方を発展させ、消費税を社会保障目的税とすることも
含め、区分経理を徹底するなど、消費税の使途を明確化すべき

（４）社会保障改革とそれを支える税制改革の一体的実施

・高齢者３経費と消費税収の差額（9.8兆円）や、社会保障の国庫負担のうち後代につけ回されている部分(10兆円超)は今後さらに増大。
全世代型の社会保障への刷新をすすめる費用等も必要（社会保障の機能強化のための追加費用として2015年度7.6～8.3兆円、2025年度19～20兆
円の公費財源が必要）
・将来的には、社会保障にかかる公費全体について、消費税を主たる財源として安定財源を確保することによって、社会保障をより一層安定
・政府はできるだけ速やかに、社会保障制度と消費税を含む税制の一体的改革の具体案を作成すべき

（６）地方の税源確保

・社会保障改革を支える税制改革のためには、地方自治体の社会保障負担に対する安定財源の確保が重要な目標
・税源の偏在性が尐なく、安定的な税財源を確保することが必要であるとともに、自治体の課税自主権の拡大・発揮についても検討すべき

安心と活力への社会保障ビジョン
４ 社会保障改革を支える税制のあり方

社会保障改革に関する有識者検
討会報告（概要）

・必要な税財源を確保して社会保険の揺らぎを補完し、社会保障制度の維持と機能強化を図ることが必要
・個人所得課税や資産課税において、所得再分配機能を強化

・特定の世代に負担が偏らず、広く薄く全世代が負担
・景気変動によって税収が左右されにくい安定財源
・できる限り経済に対して中立的な負担
・逆進性については、消費税収を再分配効果の高い社会保障給付に充てること等によって解消

・厳しい国家財政の下で臨時財源による対応には限界。速やかに税制抜本改革の中で必要な安定財源を確保すべき

（５）基礎年金国庫負担１/２確保のための安定的財源の確保

（３）消費税の使途明確化の必要性
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「子ども・子育て新システム」の実現への着手

機能強化に向けた当面の優先課題

中規模の高機能な社会保障体制へ

○ 社会保障の機能強化と財政健全化の同時達成・同時追求こそ、

すすむべき道

○ 目標とする負担と給付の水準は、国際比較の観点からすれば、

「高福祉高負担」ではなく「中福祉中負担」

○ 社会保障給付を徹底して切り下げる「低福祉低負担」のシナリオ

は、責任ある選択肢とは言えない

安心と活力への社会保障ビジョン
５ 持続可能な希望のもてる日本へ

社会保障改革に関する有識者検
討会報告（概要）

子ども・子育て支援

雇 用

社会保障諮問会議
（仮称）

新規学卒者と若年層のための就労支援体制の強化

与野党の国会議員や有識者で構成する「社会保障諮問会議」（仮
称）の設置を急ぎ、合意を形成

中規模の高機能な社
会保障体制

社会保障改革の
当面の目標
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尐子高齢化（高齢者の増加と労働力人口の減尐）
格差拡大への不安
情報通信技術の進歩
制度・運営の効率性、透明性の向上への要請
負担や給付の公平性確保への要請

背景

理念

主な論点 目指す方向性

最低限、「自己情報へのアクセス記録の
確認」、「第三者機関の設置」、「目的外利
用防止に係る具体的法原則明示」、「関
係法令の罰則強化」を実施する方向で検
討

スケジュール

２３年夏頃 「社会保障・税番号大綱（仮称）」

秋以降 法案提出

導入の趣旨

番号導入

税務署に提出される法定調書のうち、名寄せが困難なも
のについては活用に限界

 より正確な所得・資産の把握に基づく柔軟できめ細やか
な社会保障制度・税額控除制度の導入が難しい

長期間にわたって個人を特定する必要がある制度の適
正な運営が難しい（年金記録の管理等）

医療保険などにおいて関係機関同士の連携が非効率
養子縁組による氏名変更を濫用された場合に個人の特
定が難しい 等

課題

所得の把握や制度をまたがった事務を行う場合などにおい
て、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報で
あるということの確認を行うための基盤がないため、

番号を用いて所得等の情報の把握とその社会保障や税へ
の活用を効率的に実施

真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充実
負担・分担の公正性、各種行政事務の効率化が実現
 ＩＴ化を通じ効率的かつ安全に情報連携を行える仕組みを
国・地方で連携協力しながら整備し、国民生活を支える社
会的基盤を構築

 ＩＴを活用した国民の利便性の更なる向上も期待

効果

１．利用範囲

Ａ案･･･税務分野のみ
Ｂ-１案・・・税務分野＋社会保障分野（現金給

付のみ）
Ｂ-２案・・・税務分野＋社会保障分野（現金給

付＋現物サービス）
Ｃ案・・・幅広い行政分野で利用

２．「番号」に何を使うか

①基礎年金番号、②住民票コード、
③住基ネットを活用した新たな番号

３．管理方式

データベース： ①一元管理方式、②分散管理
方式

番 号 ： ①一元管理方式、②分散管理
方式

４．付番機関

①歳入庁、②内閣府、③総務省、④国税庁、
⑤厚生労働省 等

５．個人情報保護の徹底

①自己情報へのアクセス記録の確認、
②第三者機関の設置、

③「偽造」「なりすまし」防止、
④目的外利用の防止、

⑤プライバシーに対する影響評価の実施 等

７．制度導入に係る費用、期間

費用：制度設計の仕方によって異なる
準備期間：尐なくとも３～４年の準備期間が必要

６．地方公共団体等との連携

地方公共団体、日本年金機構、医療保険者等
の機関の実情を踏まえた連携

「幅広い行政分野」（Ｃ案）での利用を視
野に入れつつ、まずは「税＋社会保障分
野」（Ｂ案）から開始

住基ネットを活用した新たな番号

“データベース”については、分散管理方
式とすることを前提に検討
“番号”については、プライバシー保護、

コスト等に鑑み、一元管理又は分散管理
とすべき具体的分野について今後検討

「歳入庁の創設」の検討を進めるととも
に、「まずはどの既存省庁の下に設置す
べきか」について検討

より公平・公正な社会の実現
社会保障がきめ細やか且つ的確に行われる社会の実現
行政に過誤や無駄のない社会の実現
国民にとって利便性の高い社会の実現
国民の権利を守り、自己情報をコントロールできる社会の実現

将来

現在

社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会中間整理（概要）
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事務局本 部

大臣
（本部長）

藤村副大臣
（医療・介護、年金、番号担当）

小宮山副大臣
（子ども・子育て支援、就労促進担当）

岡本政務官
（医療・介護、貧困・格差担当）

小林政務官
（就労促進担当）

医政局長
健康局長
医薬局長
基準局長
安定局長
能開局長
雇児局長
社援局長
老健局長
保険局長
年金局長
統括官（労働）

統括官（社会保障）
（事務局長）

事務次官
（副本部長）

厚生労働審議官
（副本部長）

政務三役会議

年金チーム

番号チーム

子ども・子育て
支援チーム

就労促進チーム

厚生労働省社会保障検討本部

医療・介護チーム

医療イノベーション
サブチーム

低所得者対策
（自己負担等軽減）
総合検討サブ
チーム

貧困・格差チーム

※ 平成22年12月27日時点
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検討事項（医療・介護チーム、医療イノベーションサブチーム）

○ 診療報酬・介護報酬同時改定の基本となる方針を策定する。

○ 上記の基本となる方針の策定に当たって、それと整合的な医療及び介護の提供体制の見直し等の改革案を作
成する。その際、以下の課題について、改革の内容、手法等を具体化する。
＜政策課題＞
・ 医療・介護施設の機能分化の推進及び地域における連携体制の構築
・・・病院・病床機能、介護施設機能、医療・介護計画、療養病床の再編の検討を含む。

・ 急性期医療の強化、重点化及び急性期から慢性期への円滑な移行
・ 在宅医療・介護の充実、プライマリケアの明確化
・・・地域包括ケアの具体像の提示を含む。
・ 在宅を支える高齢者向け住宅保障
・ マンパワーの充実確保 等

○ 予防医療、介護予防の具体化
・ 介護予防に関するエビデンスやノウハウの集積、普及 等

○ 医療・介護の効率化方策の具体化
・ ＩＴ化の推進 等

○ 上記改革を踏まえた、医療・介護の費用推計
・ 社会保障国民会議試算を推計の基礎とし、改革内容に応じた修正を適切に行う。
・ 必要な給付費から算定されるニーズと実態のギャップに基づき、必要な基盤整備などの投資的経費の試算を行う。

＜サブチームでの検討事項＞
○ 新成長戦略に基づく医療イノベーションの具体化
・ 日本発の医薬品・医療機器、医療技術の研究開発推進
・ 内閣官房における検討と連携して取り組む。

※ 上記検討に当たっては、医療・介護分野における雇用拡大等、経済成長とのよい循環を生んでいく観点を踏ま
えた内容とすること。 －１９－



検討事項（年金チーム）

○ 平成25年に新たな年金制度創設のための法案を提出することに向けて、「7つの基本原則」に沿った超党派に
よる議論を行うための論点の整理

○ 新制度に直ちに全面的に切り替わるわけではなく、現在の受給者を中心に現行制度も当面継続することを踏ま
えた、現行制度の課題についての検討
・ 安定財源を確保した上での基礎年金国庫負担２分の１の実現
・ 働き方、ライフコースの選択に中立な制度設計を目指した調整
・ 最低保障機能の強化などによる高齢者の防貧・救貧機能の強化 等

○ 年金記録問題の解決

○ 上記改革を踏まえた、年金の費用推計
・ 上記の作業に応じた必要な推計を行う。その際、社会保障国民会議試算を推計の参考とする。
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検討事項（就労促進チーム）

○ 若年者雇用対策の強化
・ 新卒者支援の強化等
・ フリーター・ニート対策

○ 女性の就労促進（女性Ｍ字カーブ解消等)
・ ポジティブ・アクションの推進
・ 仕事と家庭の両立支援
・ 多様な働き方の推進

○ 高齢者就労促進
・ 65歳までの雇用確保
・ いくつになっても働ける高齢者雇用の促進

○ 雇用の質の向上に向けた対策の推進
・ 有期労働契約の在り方の検討
・ パートタイム労働の在り方の検討
・ 派遣労働者の雇用の安定の推進
・ 同一価値労働・同一賃金に向けた均等・均衡待遇の推進
・ 雇用形態に中立的な社会保障制度
・ 成長を支える人材育成のための職業訓練の充実強化
・ 最低賃金の引上げに向けた取組

等
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検討事項（貧困・格差チーム、低所得者対策（自己負担等軽減）総合検討サブチーム）

○ トランポリン型社会の形成に向けたセーフティネット機能の強化

○ 総合的な第2のセーフティネット対策の具体化
・ 住宅扶助の見直しも含めた低所得者向け住まい対策
・ 住宅手当制度の見直し
・ パーソナルサポートサービス 等

○ 地域コミュニティーの再生に向けた取組
・ 社会福祉法人等による地域での見守り活動
・ 民生委員の活動等相談支援体制の確立

○ 総合福祉資金貸付の相談体制の強化

○ 権利擁護事業の推進

○ 生活保護のあり方の見直し

○ 上記改革を踏まえた、貧困・格差を把握するための指標の検討
・ ＥＵを参考にした指標の検討

○ 上記改革を踏まえた、貧困・格差改善の姿を達成するための政策パッケージを提示し、政策に必要な費用と
それに伴う政策効果（社会コストの削減、雇用創出等）の推計

＜サブチームでの検討事項＞
○ 総合的な低所得者向け医療・福祉サービス等の自己負担軽減策の検討

○ 低所得者、失業者等の保険料負担の在り方等の検討

－２２－



検討事項（子ども・子育て支援チーム）

○ 子ども・子育て新システムの実現

○ 新システム実現も踏まえた、子ども・子育て施策の費用（平成21年度税制改正法改正附
則第104条にいう尐子化対策に要する費用）の推計、雇用拡大効果等成長への政策効果
の推計

－２３－



平成２３年度税制改正大綱の

主な事項等について

－２５－



平成23年度税制改正大綱の主な事項（社会保障関係）

質の高い医療サービスの安定的な提供・健康で
安全な生活の確保

○ 社会保険診療報酬に係る非課税措置及び医療法人の社
会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続（事業
税）

社会保険診療報酬等に係る事業税の特例措置を存続する。
なお、平成22年度の議論を踏まえつつ、地域医療を確保するた
めに必要な措置について、来年１年間議論し、結論を得ること
とされた。

○ 高額な医療用機器等に関する特別償却制度の適用期限
の延長

病院等が取得価格500万円以上の高額な医療用機器又は医療
安全に資する医療機器を取得した場合の特別償却制度につい
て、対象機器の種類と償却率を見直した上で適用期限を延長す
る。

○ 国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを
目的とした、たばこ税の税率の引上げ【検討事項】

国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するため、将来
に向かって税率を引き上げていく。なお、平成24年度以降の税
率引上げにあたっては、たばこの消費や税収に及ぼす影響等を
十分に見極めた上で判断することとされた。

良質な介護サービスの確保・障害者支援の
総合的な推進

○ 譲渡所得に係る特別控除の特例の障害者通所

サービス等への範囲の拡充
障害者自立支援法に基づくサービス事業用地として土

地の譲渡を行う際に、第２種社会福祉事業である保育所

や老人デイサービスセンターについては、簡易な証明に

より譲渡所得に関する特別控除の適用が受けられるが、

同じく第2種社会福祉事業でありながら、適用外となって

いた障害者の通所サービスやグループホーム等について

も同様の措置を講ずる。

○ 個人が社会福祉法人に寄附を行った場合における

税額控除制度の創設
パブリック・サポート・テスト（寄附金額が年3,000 

円以上の寄附者の数が年平均100人以上又は総収入金額に

占める寄附金総額の割合が５分の１以上）等の基準を満

たした社会福祉法人に対して寄附を行った場合、寄附金

について現行の所得控除方式に加えて税額控除方式も選

択可能とする。

○ サービス付き高齢者住宅（仮称）供給促進税制
新たに制度化の検討がされているサービス付き高齢者住

宅（仮称）について、床面積に関する要件等を見直した上

で、現行の高齢者向け優良賃貸住宅に関する建設促進税制

と同様の措置等を講ずる。

－２７－



平成23年度税制改正大綱の主な事項（社会保障関係）

信頼できる年金制度に向けて

○ 事業主が存在しない等の理由によって企業年金等

に移行できない適格退職年金に関する税制優遇措置

の継続
平成23年度末で廃止期限を迎える適格退職年金のうち、

事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行で

きないものについて、廃止期限後の平成24年度以降も現行

の給付時等の税制優遇措置を継続する。なお、関係省庁に

おいて企業年金等へ移行していないものについて円滑な移

行促進策を検討するなど、適格退職年金制度の廃止に向け

た取組みを進める。

○ 企業年金等の積立金に対する特別法人税の課税の停

止措置の延長
企業年金等（厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企

業年金、勤労者財産形成給付金及び勤労者財産形成基金）

の積立金に対する特別法人税の課税の停止措置について延

長する。

扶養控除見直しの影響を受ける社会保障制度に
おける対応について［平成22年度税制改正］

○ 平成22年度税制改正では、0～15歳の年少扶養控除と

16～18歳の特定扶養控除の上乗せ分が廃止された。

○ それに伴い、税額等に応じて利用料等を設定してい

る社会保障制度において、早いもので平成２４年１月

より影響が生じる可能性がある。

○ それに対応するため、政府税制調査会のＰＴにおい

て、厚生労働省所管の保育料、国保料等の制度におい

ては、控除廃止前の旧税額を算出する等して、控除廃

止の影響が生じないようにする方向性が示された。
※ 詳しくは、別添の「扶養控除廃止の影響に係るＰＴ報告

書（概要版）」をご参照下さい。

－２８－



控除廃止の影響に係るＰＴ報告書
（概要版）

控除廃止の影響に係るＰＴ

平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 ６ 日
第３回税制調査会資料

－２９－



扶養控除見直しによって影響が生じるケース

【平成２２年度税制改正における扶養控除見直しの内容】

① 年尐扶養控除の廃止

② 16～18歳の特定扶養控除の上乗せ分廃止（16～18歳の扶養親族については、特定扶養控除から一般扶養
控除の対象へ移行）

【Ⅰ】税額等に応じて、料金等を設定している場合（３３制度）

＜保育所の保育料の場合＞

（所得税額） （保育料）

～40,000円の場合 30,000円

40,000円～103,000円の場合 44,500円 等

※非課税を料金の決定要件と
している場合も含む

【Ⅱ】税法上の特定扶養親族等を有する者を優遇している場合（８制度）

※制度の数は平成22年１月現在の各省からの聞き取り調査に平成22年4月から実施された高等学校等就学支援金制度を加えたもの

＜公営住宅の入居等に用いる基準収入の場合＞

給与所得者の夫・控除対象配偶者・18歳の特定扶養親族の例

（給与所得－配偶者：38万円－特定扶養親族：58万円）/12

※一般扶養親族の場合、差し引く金額は38万円

（対応を講じない場合）

扶養控除の見直しにより、所得税額が

3万円から4.9万円になった場合、

保育料は3万円から4.45万円に上昇

（対応を講じない場合）

18歳の子が一般扶養親族に移行した

場合、基準収入が上昇し、家賃が上昇す

るケースも生じうる
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扶養控除見直しの影響への対応案（想定される選択肢のイメージ）

税額等を活用しない方式（第１方式）

（例）住民税額を活用 収入・所得金額を活用
（一定の調整を加えることもありうる）

モデル世帯方式（第３方式）

「モデル世帯：夫婦子二人 → 扶養控除見直しにより、住民税が６．６万円増」

（例）住民税額5万円以下の者：利用料1万円 住民税額11.6万円以下の者：利用料1万円

簡便な調整方式（第２方式）

（例）住民税額を活用
新基準額＝住民税額－調整額（例：子の数×3.3万円）等を活用

特定扶養親族の定義見直しに合わせて優遇対象の定義を変更

＜定義変更前＞特定扶養親族を有する場合には料金等を優遇
＜定義変更後＞特定扶養親族（19～22歳）及び16～18歳の扶養親族を

有する場合には料金等を優遇

あらゆる諸控除見直しの影響を受けないという観点から
は、将来的には望ましい方式

扶養控除の見直しによる影響をできるだけ遮断する
という観点からは望ましい方式

真にやむを得ない事情がある場合に限って採用すること
ができる方式

－３１－



留意事項

○ 第１方式～第３方式による対応が困難又は不合理である場合には、激変緩和措置等により対応することも考えら

れる。

○ 今後、社会保障・税に関わる番号制度が導入された場合には、当該制度の内容や活用方法を踏まえ、さらなる

抜本的な見直しを検討。

○ Ｐ２のいずれの方式を採用する場合であっても、国・都道府県・市町村の事業担当部局等の円滑な事務執行を

支援するため、本人の同意等を前提に、市町村の税務部局が保有する扶養親族に関する情報を活用するなどこ

れらの部局間の連携が必要。

○ 高校の実質無償化及び特定扶養控除の見直しに伴い現行よりも負担増となる家計への「適切な対応」について

は、文部科学省の教育費負担の軽減や進学支援などの施策を積極的に活用するほか、「子ども・若者ビジョン」

（平成22年7月23日子ども・若者育成支援推進本部決定）において示された若者の育成支援など関係府省の施

策の活用も含め、関係府省が連携して幅広く検討。

○ 上記の選択肢を基本としつつ、控除廃止の影響を受ける制度の所管府省において、最も適切な対応策を検討。

現時点における各制度の対応の方向性はＰ４のとおり。
－３２－



（参考資料）扶養控除見直しによって影響が生じる制度及び対応の方向性

＜税額等に応じて料金等を設定している制度＞

＜税法上の特定扶養親族等を有する者を優遇している制度＞

①税額等を活用しない方式 ②簡便な調整方式 ③モデル世帯方式 ④その他

※関連制度は各府省への照会等（平成２２年１月）に基づき総務省でとりまとめた後、平成22年4月から開始の
高等学校等就学支援金を加えたもの。

※国民の負担に直接影響があるもの。さらに、住民税額等を活用している地方団体独自の制度もある。

所得税 住民税
現時点における
対応の方向性

○ ①

○ ②

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ○ ②

○ ○ ②

○ ①・②

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ○ ②（③）

○ ○ ②（③）

○ ○ ②（③）

○ ②（③）

○ ○ ②（③）

○ ○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

助産の実施における自己負担

小児慢性特定疾患児への日常生活用具給付における自己負担

小児慢性特定疾患に係る医療費の自己負担

未熟児への養育医療の自己負担

結核児童の療育費の自己負担

障害者自立支援制度における障害福祉サービス利用の自己負担

障害者自立支援制度における障害者自立支援医療の自己負担

障害者自立支援制度における補装具費の支給の自己負担

障害福祉サービス等の措置入所・利用における自己負担

精神障害者の措置入院費の自己負担

肝炎治療特別促進事業における自己負担

児童入所施設等の入所者の自己負担

　関　連　制　度

国民健康保険税

狩猟税

幼稚園就園奨励費補助

高等学校等就学支援金

自動車事故被害者等への生活資金の貸付け

自動車事故被害者等への生活及び学資資金の給付等

国民健康保険の保険料（介護保険２号被保険者の介護納付金を含む）

国民健康保険制度における医療費等の自己負担

後期高齢者医療制度における医療費等の自己負担

保育所の保育料

所得税 住民税
現時点における
対応の方向性

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ○ ②（③）

○ ○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

　関　連　制　度

特定疾患治療研究事業における自己負担

難病患者等居宅生活支援事業における自己負担

ハンセン病療養所の非入所者に対する給与金の支給基準

原爆被爆者に対する家庭奉仕員派遣の利用要件

原爆被爆者が訪問介護を利用した場合の助成の利用要件

感染症の患者に対する措置入院の自己負担

養護老人ホームへの入所要件

養護老人ホームの扶養義務者負担

軽費老人ホーム（Ａ型・経過措置のみ）の自己負担

職業転換給付金の支給基準

中高年齢失業者等求職手帳の支給基準

所得税 住民税
現時点における
対応の方向性

○ ②

○ ②

○ ②

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

○ ②（③）

国民年金保険料等の申請免除基準

20歳前障害に基づく障害基礎年金等の支給基準

公営住宅等制度(入居収入基準の算出)

公営住宅等制度（家賃の額の算出）

公営住宅等制度（家賃に係る補助額の算出）

児童扶養手当の支給基準

母子家庭自立支援給付金の支給基準

特別児童扶養手当等の支給基準

　関　連　制　度

【注】②（③）とあるのは、「②の方向で検討するが、詳細な検討の結果②で対応することが現実的に困難な場合は③で対応する」という趣旨。

※濃い灰色は、厚生労働関係の制度で、平成２４年１月から影響が生じるもの。
※薄い灰色は、厚生労働関係の制度で、平成２４年度から影響が生じるもの。 －３３－



地域主権改革について

－３５－



○ 平成２１年１１月１７日：地域主権戦略会議を設置

議長 内閣総理大臣、議長代理 地域主権担当大臣他、神野教授、橋下知事・上田
知事等の民間有識者及び首長で構成。

○ 平成２２年３月２９日：地域主権推進一括法案（第１次）提出
地域主権戦略会議の設置、義務・枠付けの見直し等を内容とする。
継続審議となっており、平成２３年通常国会に持ち越されている。

○ 平成２２年６月２２日：地域主権戦略大綱を閣議決定

地域主権の４本柱（次項参照）それぞれについて、基本的な考え方及び今後の方針を
定めた。

○ 平成２２年１２月２７日：第１０回地域主権戦略会議 開催

「出先機関改革のアクション・プラン」及び「地域の自主性を確立するための戦略的交
付金（地域自主戦略交付金）」を決定。

地域主権改革のこれまでの動きについて
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地域主権改革の４本柱について
１．出先機関の抜本改革

○ 第１０回地域主権戦略会議において、「アクション・プラン ～出先機関の原則廃止
に向けて」を決定。平成２４年通常国会に法案を提出し、２６年度中の事務・権限の移
譲を目指すこととされた。
地方自治体が特に移譲を希望している以外の事務・権限については、①一の都道府県内でおおむね完結
する事務・権限については都道府県に移譲し、②地方自治体の発意に応じ選択的に実施する事務・権限
は、構造改革特区制度等を活用し、選択的・試行的移譲を円滑に推進するとされている。

○ なお、地方厚生局の「自己仕分け」結果の概要は別添のとおり。

２．ひもつき補助金の一括交付金化

○ 地域主権戦略大綱（平成２２年６月２２日）において、投資に係る補助金等は平成２３
年度から、経常に係る補助金等は平成２４年度から一括交付金化することとされた。

○ その後、第１０回地域主権戦略会議において、ひも付き補助金を段階的に廃止して
「地域自主戦略交付金」を創設することを決定。平成２３年度は、まずは都道府県分を
対象に、投資に係る補助金等の一括交付金化を実施することとした（総額5,120億
円）。
厚生労働省関係では、水道施設整備費補助を対象事業とした。
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３．国の法令による義務付け・枠付けの見直し

○ 地方分権推進委員会第３次勧告（平成２１年１０月７日）のうち地方要望分は既に第
１次地域主権推進一括法案として提出済み（継続審議中）。

○ 非地方要望分については、既に対応方針を地域主権戦略大綱にて定めており、第２
次地域主権推進一括法案として平成23年通常国会に提出予定。

４．基礎自治体への権限移譲

○ 地方分権推進委員会第１次勧告（平成２０年５月２８日）をベースに検討を行い、地
域主権戦略大綱にて対応方針を決定。

○ 地域主権戦略大綱にて移譲が決定したものは、第２次地域主権推進一括法案とし
て平成23年通常国会に提出予定。

地域主権改革の４本柱について
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「自己仕分け」結果の概要（地方厚生局）
別添

機関名 地方厚生（支）局（厚生労働省）

基本的な考え方 ○麻薬等取締など国民の生命・生活に重大な影響を与える業務や現在大きな見直しを行っている
制度に関わる業務を除き、「地方が移譲を希望している業務は地方に移譲する」の原則のとおり
に対応する。
※地方で責任を持って適切に実施可能な場合に限る。

結果の概要
主な事例 等

【地方へ移譲可能と仕分けした事務・権限】
① 複数の都道府県にまたがる法人等の監督に関する業務
・医療法人、社会福祉法人、消費生活協同組合の監督など
② 既に同様又は類似の業務を都道府県で実施している業務
・戦没者の遺族に対する特別弔慰金等の特別買上償還に関する証明書の発行、指定医療機関（児

童福祉法、母子保健法、生活保護法）の指定等、特定機能病院（高度な医療の提供や開発等を
行う病院）の指導監督など

③ 養成施設の指定等に関する業務
・各種国家資格等（保健師、助産師など３２種）及び各種都道府県知事資格等（調理師など４

種）に関する養成施設の指定など
④ その他
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律及び戦傷病者特別援護法に規定する指定医療機関の

指定、介護保険・サービスに関する指導、国開設病院等の監督など
【国の事務として仕分けした事務・権限】
① 国民の保健衛生に重大な影響を与える麻薬等に関する取締関係、食品の輸出入関係の業務
・麻薬等犯罪捜査に関する業務、麻薬営業者等の許可等、輸出水産食品関係施設等の監視指導、

食品衛生法の登録検査機関の登録等、など
② 年金、医療保険は制度改革を踏まえて検討することとし、当面は国が実施。
・企業年金制度等(厚生年金基金及び確定拠出年金等)の運営に関する業務、健康保険組合等の指

導監督、国民健康保険の保険者等の指導、保険医療機関等の指導監督等、など
③ 補助金の執行等については、一括交付金の議論の中で整理し、当面は国が実施。
・結核医療費、原爆被爆者手当交付金など

第７回地域主権戦略会議(H22.10.7)配布資料
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厚生労働省におけるアフターサービス
の推進について
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厚生労働省におけるアフターサービスの推進について

（１）アフターサービス推進室の設置

アフターサービス推進室は、厚生労働省の制度や事業が本来の目的どおり国民の皆様の生活に役立っているかどうか、制度・事業が
本来の目的どおりに機能していないと考えられる場合に何が問題なのか、国民の目線から調査・分析し、改善に結び付けることを目的と
して平成22年9月1日に設置された。
当室のメンバーは、国民の目線を重視し、4名の民間出身者と併任の厚生労働省職員等で構成されている。

（２）業務内容

① 国民、現場職員、専門家に対するヒアリング、各種資料やデータの分析を通じて現状について調査・分析
② 担当部署と連携・協働して改善案を策定
③ 報告書を作成して公表
④ その他、担当部署のアフターサービスに対する取組状況を示す指標の開発など、現状把握機能、制度・業務改善機能の向上に
資する取り組み
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項 目 代 表 者 担 当 者 電話番号
（直通）

内線
番号

社会保障政策の現状と課題
について

政策統括官（社会保障担当）
香取 照幸

参事官（社会保障担当）
伊奈川 秀和

企画官
朝川 知昭

情報連携基盤推進室長
須田 俊孝

室長補佐 川野 宇宏
政策第１係長 倉吉 紘子

03-
3595-2159

7691

平成２３年度税制改正
主要事項の概要について

室長補佐 伊藤 洋平
政策第２係長 宮邊 香奈

7693
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7697
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篠原 一正
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03-
3595-2160

7775
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1.社会保障政策の現状と課題に
ついて
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社会保障政策の現状と課題について

(1) 高齢社会について

我が国の人口構造の変化を見ると､現在 1人の高齢者を3人で支えている社会構造に

なっており､少子高齢化が一層進行する2055年には1人の高齢者を1.2人で支える社

会構造になると想定されている｡

(参考 1)人口ピラミッドの変化 (2005､2030､2055)一平成18年中位推計-
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注.2005年は国勢調査結果 (年齢不詳按分人口)
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(2) 社会保障政策の現状と課題について

社会保障給付費は100兆円を超える水準になっており､この給付を保険料(約6割)と公費

(国･地方)(約3割)などの組合せにより賄っている｡社会保障に対する国庫負担は27兆円を

超え､一般歳出の51%を占めている｡

(参考2)社会保障給付費の推移

197〔 1三さきO 199〕 2000 2〕lO(予算へしス)

国民所得顔 (兆円)A 6L.C 203.9 346.3 rc71.8 33C,i

給付費総領 (兆円)B 3.5(1cc.0%) 24.8(TOO.CS 47.2日DC.0%) 78.◆(loo.3':l 1[5.ら(~0].0%)

(申訳) 年金 0,g:24.3%) Ill.5(42.2%:( 21tl50,9%) 41.2(52.7光二 53.2(50,4%)

医療 2.1:53.9%) 1C.7(43.3%:I 19.438.9m 23.0(33.3%: …2,1(30.4別

福祉そC他 0.6:75.8%) 3.6(1上.5%) 4,8 ~0.2%) 1〕.9(14.0%: 20.2(lg.l%)
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6P
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E=コ年金EEESI医療⊂=コ福祉その他一.･.~1人当たり社会保障給付費

94.1l

78 ーll

l

47. 年金

巨 人当誓 諾 陣鮒 費l ド
24.8＼

＼ I 医療

a_a.0-.1 0.7 tt
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2I)082010

(予算ベース)

資料 国立社会保障 ･人口間懲研究所 r平成20年度社会保障給付費｣20TO年度 (予算ベース)は厚生労働省推計､

2010年度の国民所得額は平成22年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 (平成22年 7月22日間議決定)

(汰)図中の数値は､1950.1960.1970,1980,1990-2000及び2008並びに2010年度 (予算ぺ-ス)の社会保障給付費
(兆円)である｡

(参考)一人当たり社会保障給付費は､2008年度で737万円､2010年度 (予算ベース)で828万円である｡ .
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(参考3)社会保障の給付と負担の現状

社会保障給付費(平成22年度予算ベース)

管

.
J

.
I

n

暮近の実頚塀(平成19年ま)
社会促FIL̂l付禁 914兆円(M比之山 %)
財源構成 促険叫569兆円.公費310兆円

(ほか箕'T収入など)

〔 国 一般会計く平成22年度予算) 〕
阜出 923兆円 歳入923兆円

(参考4)社会保障給付の部門別の国際的な比較 (対GDP比)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

0福祉その他≪うち介護≫□医療E3年金 27.70% 28-75%

26.24% 8.32%ll;..

19_26%, 21,32%7.77% 7.49%

《0.54V.》6.84% 7.85% 6.58%

日本 アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン フランス

《高齢化率(2007年)》《215%》 《126%》 《160%》 《202%》 《174%》 《166%》

(注) OECD."socla=≡×PendJtureDatabase''等に基づき､厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室で

算出したもの｡いずれも2007年.

OECD社会支出基準に基づく社会支出データを用いているため､社会保障給付費よりも広い範囲の費用

(公的住宅費用､施設整備費等)も計上されているo高齢化率は OECD "OECDlnflgureS2009")
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(3)社会保障の課題について

現在の社会保障制度にういて

○ 現在の社会保障制度は､高度経済成長期であった1960-1970年代にその骨

格が完成しているため､以下のような点を前提としておおむね構築されている｡

:【制度設計とその前提について】
I(刊 正規雇用.終身雇用.完全雇用

: ぅ サラリーマンは職域保険(健康保険､厚生年金)に､その他の者は地域保険

: (国民健康保険､国民年金)に加入することで､皆保険･皆年金を達成1
1

:② 右肩上がりの経済成長

: ⇒ 給付の増大については､給与の上昇による保険料収入の増や税収増により

i 賄うことができる
l
l

:③ 企業の福利厚生の充実､核家族モデル (特に専業主婦)､地域社会のつながり

; 三 詣 芸だ宗 Lat蒜‰ 漂 禁 諾 讐 豊 補完的
L_____________-____________________________________

社会保障制度を取り巻く状況の変化について
○ 現在の社会保障制度を取り巻く状況は196'0-70年代当時から大きく変化しているo

(彰 雇用基盤の変化(就労形態の多様化)
(診 家族形態の変化(単身高齢世帯の増加､離婚の増加に伴うひとり親世帯の増加)
③ 地域基盤の変化(都市化と過疎化の同時進行､地域コミュニティの弱体化､人口減少社会到来)

- +i二二_-_-I_B:_i-2諾 IEIBfblG藍悪 霊AH-_e-_.fe-oL331;rfiだf_::コ

111

社会情勢の変化に対応し､これまで､年金､医療､福祉など制度ごとに対応を実施してきたが､

○ 世代間の給付.負担のアンバランス､ニーズの変化に対応したサービスの充実.強化 縦ヾ割り
型制度､不十分な貧困.困窮者対策､一負担の次世代への先送りといった問題は未解決
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(4)社会保障改革について

現政権においては､｢経済成長｣､｢財政健全化｣と並んで｢社会保障改革｣を一体的に進め

ていくこととしており､平成22年10月28日に設置された｢政府･与党社会保障改革検討本部｣

において社会保障改革に関する検討が進められた｡こうした検討を踏まえ､同年12月14日

に｢社会保障改革の推進について｣が閣議決定され､平成23年半ばまでに社会保障について

の制度改革案などについての成案を得ること等を内容とする社会保障改革に係る基本方針

が示された｡

また､上記閣議決定を踏まえ､厚生労働省において､社会保障の安定強化のための具体

的な制度改黄葉等について検討を行うため､平成22年12月27日に､｢厚生労働省社会保

障検討本部｣を設置した｡
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社会保障改革の推進について

〔冨成2宗12RB14是〕
社会保障改革については､以下に掲げる基本方針に沿って行うものとする｡

1._社会保障改革に係る基本方針

A○ 少子高齢化が進む中､国民の安心を実現するためには､｢社会保障の機能強化｣と

それを支える ｢財政の健全化｣を同時に達成することが不可欠であり､それが国民

生活の安定や雇用 ･消費の拡大を通じて､経済成長につながっていく｡

○ このための改革の基本的方向については､民主党 ｢税と社会保障の抜本改革調

査会中間整理｣や､｢社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力-の

'社会保障ビジョン～｣において示されている｡

○ 攻府 ･与盤においては､それらの内容を尊重し､社会保障の安定 ･強化のため

の具体的な制度改革案とその必要財源を明らかにするとともに､必要財源の安定

的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を

進め､その実現に向けた工程表とあわせ､23年半ばまでに成案を得､国民的な

合意を得た上でその実現を図る｡

また､優先的に取り組むべき子ども子育て対策 ･若者支援対策として､子ども

手当法案､子ども･子育て新システム法案 (仮称)及び求職者支援法案 (仮称)

の早期提出に向け､検討を急ぐ｡

○ 上記改革の実現のためには､立場を超えた幅広い議論の上に立った国民の理解

と協力が必要であり､そのための場として､超党派による常設の会議を設置する

ことも含め､素直に､かつ胸襟を開いて野党各党に社会保障改革のための協議を

提案し､参加を呼び掛ける0

2.社会保障 ･税に関わる番号制度について

○ 社会保障 ･税に関わる番号制度については､幅広く国民運動を展開し､国民に

とって利便性の高い社会が実現できるように､国民の理解を得ながら推進するこ

とが重要であるo

O このための基本的方向については､社会保障･税に関わる番号制度に関する実

務検討会 ｢中間整理｣において示されており､今後､来年1月を目途に基本方針

をとりまとめ､さらに国民的な議論を経て､来秋以降､可能な限り早期に関連法

案を国会に提出できるよう取り組むものとする｡
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･ 社会保障改革の推進について

〔 政府 .…芸孟芸芸孟孟芸志芸芸部決定〕

社会保障改革については､以下に掲げる基本方針に沿って行 うものとする｡

1.社会保障改革に係る基本方針

○ 少子高齢化が進む中､国民の安心を実現するためには､｢社会保障の機能強化Jと

それを支える ｢財政の健全化｣を同時に達成することが不可欠であり､それが国民

生活の安定や雇用 ･消費の拡大を通じて､経済成長につながっていく｡

○ このための改革の基本的方向については､民主党 ｢税と社会保障の抜本改革調

査会中間整理｣や､｢社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心､と活力-の

社会保障ビジョン～｣において示されている｡

○ 政府 ･与党においては､それらの内容を尊重し､社会保障の安定 ･強化のため

の具体的な制度改革案とその必要財源を明らかにするとともに､必要財渡の安定

的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を

進め､その実現に向けた工程表とあわせ､23年半ばまでに成案を得､国民的な

合意を得た上でその実現を図る｡

また､優先的に取り組むべき子ども子育て対策 ･若者支援対策として､子ども

手当法案､子ども ･子育て新システム法案 (仮称)及び求職者支援法案 (仮称)

の早期提出に向け､検討を急ぐ｡

○ 上記改革の実現のためには､立場を超えた幅広い議論の上に立った国民の理解

と協力が必要であり､そのための場として､超党派による常設の会議を設置する

ことも含め､素直に､かつ胸襟を開いて野党各党に社会保障改革のための協議を

提案し､参加を呼び掛ける｡

2.社会保障 ･税に関わる番号制度について

○ ∴社会保障 ･税に関わる番号制度については､幅広く国民運動を展開し､国民に

とって利便性の高い社会が実現できるように､国民の理解を得ながら推進するこ

とが重要であるo

O このための基本的方向については､社会保障･税に関わる番号制度に関する実

務検討会 ｢中間整理｣において示されており､今後､来年 1月を目途に基本方針

をとりまとめ､さらに国民的な議論を経て､来秋以降､可能な限り早期に関連法

案を国会に提出できるよう取り組むものとするD
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2010年 12月6日

税と社会保障の抜本改革調査会 ｢中間整理｣(ポイント)

民 主 党

1.社会保障を取 り巻く社会 .経藩情勢の変化

社会保障制度が整備された1970年代から大きく変イ‰

①経済 ･財政は異常な事態 ②人口､とりわけ現役世代の減少は顕著

③社会保障に関わる費用が急速に増大 ④企業のセーフティネット機能が減退

⑤地域 ･家族のセ-フティネット機能が減退 ⑥雇用の流動化

2.抜本改革の方向性

○抜本改革の目標は､社会保障の水準を現在より引き上げ､現在の安心と将来

-の希望を抱ける豊かな福祉社会を構築し､これをデフレ脱却を含めた経済

成長に結びつけていくこと｡

○巨大な潜在需要がある社会保障分野には成長の可能性が高い産業が数多く存

在し､この潜在需要を顕在化させることによって､雇用を生み､デフレ脱却

を含めた経済成長や財政健全化に結びつける｡

【社会保障改革の方向性】

①全世代を通じた安心の確保-高齢者の安心感､現役世代の受益感覚を高める

②国民一人ひとりの安心感を高める- ｢居場所と出番｣をつくる

③包括的支援･･･支援を必要とする人の立場に立ったサービス提供体制

④納得の得られる社会保障制度･･･受益と負担を明確化､番号制度の導入

⑤自治体､企業との役割分担-医療､介護､保育などにおける役割分担を明確化

3.個別の社会保障の製塩と方向性

(1)サービス給付 (医療､介護)

(2)現金給付 (年金､生活保護など)

(3)幅広い世代へのセーフティネット (子育て､雇用など)

4.社会保障を支える財坂

民主党の主張の原点に戻ることが重要o税金のムダづかい根絶を徹底すると共

に､将来の社会保障の姿とその場合の国民負担を明らかにした上で､国民の判

断を得なければならない｡

○税制と社会保障制度一体での具体的な改革案を示す｡

○社会保障の財源は､税制全体で確保していく｡中でも､消費税は非常に重要｡

消費税を含む抜本改革に政府は一刻も早く着手すべき｡

○消費税を社会保障の目的税とするこ.とを法律上も､会計上も明確に｡｢社会保

障｣の範囲は､高齢者 3縫費を基本としつつ､検討｡｢逆進性対策｣は ｢還付

1
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制度｣を優先的に検討｡

5.今後の進め方 /

上記を踏まえ､早急に政府与党で検討を行った上で国民的な議論に付 し､党

派を超えた議論を呼びかけていく｡

以上
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2010年 12月6日

税と社会保障の抜本改革謝査会 ｢中間杢理｣

民 主 党

1.社会保障を取り巻く社会 ･纏済情勢の変化

現在､多くの国民が我が国の社会保障に対して不満 ･不信 ･不安を抱いてい

る｡それは政治や行政自体に対する不信､各種の社会保障制度の運用に対する

不満によるものもあるが､最も大きな原因は社会保障制度が近年の社会や経済

情勢､国民の価値観やライフスタイルの変化に適合していないことである｡

我が国の社会保障制度､特に従来の社会保障の中核である年金､医療が整備

された 1970年代前半は､我が国経済に高度成長期の余韻が強く残り､出生率は

2.0′を超え､若年層が多く､高齢者が少ない人口構成であった｡また､何より家

族､地域の支え合いが機能すると同時に､有能な人材を確保する目的から企業

が積極的にセーフティネットの機能を強化している時期であった｡

この時期に基盤を形成した社会保障制度は､人口増､経済成長やそれによる

税収の大幅な伸びを見込み､家族や企業のセーフティネット機能を前提にして

いる｡そのため､我が国は､財政面も含めて比較的小さな社会保障制度にとど

めることができたとも言える｡

しかし､現在の社会保障を巡る社会 ･経済情勢は､1970年代前半に比べて大

きく変化した｡代表的な変化を列記してみると

①バブル崩壊以降の経済の低迷､デフレの長期化の中で度重なる減税を実施し､

経済 ･財政とも異常事態にある｡

②出生率の低下が進み､人口､とりわけ現役世代の減少は顕著である｡

③高齢化が加速し､社会保障に関わる費用が急速に増大しているD

④企業の国際競争が激化し､企業のセーフティネット機能が減退している｡

⑤都市化､核家族化､単身化が進み､地域 ･家族のセーフティネット機能が減

退している｡

⑥雇用の流動化が進み､終身雇用 ･安定雇用の前提が崩れてきているa

などが挙げられる｡いずれも社会保障にとっては極めて重要な変化である｡
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2.抜本改革の方向性

国民が安心して生活し､将来に希望を抱ける社会を創ることは政治の大きな

役割である｡この役割を果たすためには､前述のような社会 ･経済の変化を十

分に踏まえた上で､これに的確に対応する社会保障制度のあり方を､抜本的な

改革を通じて追求していかなければならない｡

抜本的な改革は､少子高齢社会を克服する日本モデルに向けて､社会保障の

水準を現在より引き上げることで､国民が社会保障のメリットを実感でき､現

在の安心と将来-の希望を抱ける豊かな福祉社会を構築し､これをデフレ脱却

を含めた経済成長に結びつけていくことを目標とする｡

現在の社会保障制度では必要な人に必要な社会保障サービスを提供できてお

らず､国民は不安を抱いている｡厳しい財政状況を十分に認識しつつも､民主

党としては､社会保障の水準を現在よりも切り下げるという選択肢は断固とし

て排除し､国民の安心感､生活を高めるための社会保障の量的 ･質的な拡充を

実現していく｡

また従来､社会保障接経済 t財政にとって負担であるとの印象を与えがちで

あったが､この認識を改めることが必要である｡巨大な潜在需要がある社会保

障分野には成長の可能性が高い産業が数多く存在し､この潜在需要を顕在化さ

せることによって､雇用を生み､デフレ脱却を含めた経済成長や財政健全化に

結びつけるo家庭内で提供されていた社会サービスを経済化することは内需拡

大を通じて新たな経済成長の原動力となることが顛待できる｡

【社会保障改革の方向性】

①全世代を通じた安心の確保

年金 ･医療 ･介護など高齢者に関わる制度の改革 ･充実を進める中で､生活

の基盤となる住宅を含め､現金給付と現物給付をバランスよく､効率的に提供

することで､高齢者の安心感を高めるべきである｡

一方で､我が国の社会保障に対する不信 ･不満の理由のひとつとして､現役

世代にとっては負担感が大きく､受益の実感に乏しいことが指摘されている｡

現役世代が主な対象となる子育て支援､雇用対策を含めた社会保障全体の中で､

現役世代-の支援を拡充し､社会保障に対する受益感覚を醸成することが必要

である｡

国民のライフスタイルが多様化する中で､社会保障が個人のライフスタイル､

2
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職業､就労形態などに選択に中立的な制度とすべきである｡

②国民一人ひとりの安心感を高める

雇用の不安定化､家族 ･地域の機能低下､これらを通じた孤独感が一人ひと

りの国民の不安感をさらに高めているO個人に対する社会保障の重要性にも配

意しつつ､若者､女性､高齢者､陣がい者など幅広い就労支援 ･雇用の安定化

を進めると共に､社会保障分野のみならずイ新しい公共｣に関わる政策を強力

に進めることによって､一人ひとりの ｢居場所と出番｣を創り､誰もが参加し､

身近に相談できる人のいる社会の構築を目指す｡

(診包括的支援

家族や地域など個人を全人格的に支援する機能が低下する中で､現在の社会

保障制度は年金､医療､介護､生活保護､陣がい者支援などが縦割りになって

おり､個々人のニーズに適切に対応できているとは言えないばかりか､制度の

間で必要なサービスを全く受けられない人がいるDまた､社会保障サービスが

あっても､そのサービスを知らない､使えないという事例も多い｡国民の安心

感を高めるためには､支援を必要とする人の立場に立って､積極的､一元的か

つ面的にサービスを提供することが重要であり､社会保障制度間の縦割りを超

えたサービス提供体制が必要である｡

④納得の得られる社会保障制度

巨額の税金を投入する社会保障制度は､効率化に常に努めることが国民の理

解を得るために必要であり､同時に受益と負担の関係に納得を得ることが必要

である｡そのためには､ライフステージの各段階における負担と受益の関係な

ど､｢どの程度の負担でどの程度の受益を得られる･のか｣を国民にわかりやすく

提示することが必要である｡

年金､医療､介護､雇用は社会保険制度によって運営されているが､財政悪

化の中での少子高齢化の進展､現役世代の所得の低迷や保険料に特有の逆進性

などから負担感が増大している｡高齢者の生活の基礎を支える部分の年金給付

など所得の再分配機能が特に必要とされる分野については､税の役割をより拡

大していくことが必要である｡

｢必要な人に必要なサービスを適切に提供する｣観点から､個々人の所得や

社会保障サービスの受給状況を的確に把握する必要がある｡そのためには社会

保障と税に共通して利用できる番号制度の整備が不可欠であることから､速や

かに番号制度の創設に着手すべきである｡
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⑤自治体､企業との役割分担

医療､介護､保育などは国 ･地方自治体の役割分担を明確にした上で､それ

ぞれが権限と責任を持つ体制を構築することで ｢必要とする人が､いつでも必

要なサービスを受けられる｣環境を整備することが重要であるoまた企業は社

会の安定性確保や企業にとっての人材確保の観点から､社会保障に対しても一

定の責任を負 うべきである｡ただし､企業の経済括1動については､その自由を

保障することが必要である｡

3.個別の社会保障の課題と方向性

(1)サービス給付 (医療､介護)

<課題>

医療は国民の生命に直結する課題であり､国民の関心も高い｡我が国の医療

制度は国際的には高い評価を受ける一方で､救急や産科 ･小児科 ･外科などの

医師不足､地域医療の困窮などの医療提供体制や､高齢化の進展に応じた財振

確保のための保険料､自己負担額の増大に対する国民の不安が高まっている｡

介護保険は2000年にスター トした､比較的新しい保険制度であるが､その需

要の伸びは著しく､介護保険料が累次にわたり引き上げられ､その負担申課題

となっている6また､保険スター ト時に示された ｢在宅介護中心｣は､在宅サ

ービスの不足などから未だに実現していない｡

<方向性>

世界に先駆けて実現した､我が国の ｢皆保険｣制度は将来にわたって堅持し

ていかなければならない｡病気やけがなどで医療を必要とする人がいつでも適

切な医療サービスの提供を受けられる ｢フリーアクセスJは国民の安心感の基

盤であり､引き続き､堅持していく｡現在の国民の不安に対しては､医師不足

が深刻な急性期医療を中心に､｢病床機能の効率化 ･高度化｣†地域における医

療機能ネットワーク化｣｢地域医療支援センターなどを通じた医師の適正配置の

ための効果的な仕組み｣｢急性期からポス トホスピタルの一体化｣｢ガンをはじ

めとする生活習慣病対策の強化｣などに効率的 ･重点的に資源を投入すること

によって対応していくことが必要である｡また､規制制度の改革などによるド

ラッグ ･ラグ､デバイス ･ラグの解消､在宅での医療介護の充実など､国民が

より良質の医療サ-ビスを受けられるようにすべきである.

介護については､24時間の介護サービス提供など地域におけるトータルケア

の充実などの在宅介護サービスの質的 ･量的な拡充や家族介護者-のサポー ト

など在宅支援の強化に引き続き取り組むと共に､介護人材の養成や待遇改善に

4
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よる介護従事者の確保を行っていく必要がある｡｢介護予防｣､については､引き

続き､その効果の検証を踏まえ､行っていくべきであるD

医療､介護いずれについても､増大する需要を支える財源をいかに求めるか

が最大の課題であるo不要 ･過剰なサービスの根絶､診療報酬審査機関を含め

た関連事務体制の効率化などに最大限努めつつ､国民の理解を得られる財源確

保の手段を検討すべきであるO

-方で医療､介護の分野の潜在需要は大きく､量的な不足の解消､多様なサ

ービスの提供など国民ニーズに基づき潜在需要を顕在化させることで､医療､

介護に係わる産業の成長を促し､雇用の拡大を図ることができる.社会保障全

体の改革､特に医療､介護分野■の改革は､成長戦略の-廃と位置づけるべきで

ある｡

なお､現在政府において ｢高齢者医療の見直し｣｢介護保険制度改革｣の議論

が進んでいるが､これらの改革は抜本琴革と平灰を合わせたものでなければな

らない｡

(2)現金給付 (年金､生活保護など)

<課題>

公的年金制度の最大の課題は､いかに国民の信頼を取り戻すかと言 うことに

ある｡年金制度は過去20年間にわたり､負担増 ･給付減が繰り返されてきたこ

とで不信感が高まり､さらに ｢グリーンピア｣に代表されるムダづかいや年金

記録問題が明らかになり､国民の不信感が頂点に達した｡その結果､国民年金

納付率は非常に低い水準にとどまっている｡未納 ･未加入者の増加に歯止めが

かからない現状は ｢国民皆年金｣の理念から大きく帝酢している｡また､｢基礎

年金国庫負担率引き上げ｣の安定財源が確保されていないことも喫緊の課題で

ある｡

生活保護受給世帯はバブル崩壊以降､右肩上がりに増加してきた上､近年は

雇用状況の悪化を背景にさらに加速しており､その財政負担は非常に重くなっ

ているo同時に生活保護の不適正受給に対する国民の不信感は根強く､｢最後の

セーフティネット｣の機能を維持するためには､適切な運用が不可欠であるo

<方向性>

基礎年金国庫負担率の問題については､今年の予算編成の過程で2011年度に

おける対応について結論を得た上で､税制抜本改革に一刻も早く着手すること

5
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によって､早急に 2分のⅠ国庫負担を実現するよう､政府与党一体で全力を挙

げなければならない｡その際､今後の年金制度の抜本改革についても一定の結

論を得なければならない｡

民主党はすでに ｢社会保険方式である所得比例年金を基本に､それだけでは

年金額が十分ではない高齢者に税を財源とする最低保障年金を補足給付する新

年金制度｣を提案している｡高齢者の生活の安定､特に独居老人の増加に対応

するためには最低限の年金を税で保障する制度が必要であると考えている三

生活保護については､就労支援策の拡充などにより失業による生活保護受給

者の増大を抑制すると共に､早急に ｢第二のセーフティネット｣である ｢求職

者支援制度｣を制度化することが重要である｡

また生活保護受給者が就労した場合に収入に応じた生活保護受給額の減額に

よって受給者の手取額が増加しないことによる就労意欲低下-の対応や､生活

保護費の約半分を占める医療扶助について､医療機関-の重点指導を含めた適

正化-の取組の強化も検討すべきである｡

住宅の確保は生活の安定に特に資することから､生活保護の住宅扶助による

対応だけでなく､失業者､年金受給者も含めた低所得者に対する住まい対策を

充実させるべきである｡

現役世代､高齢期を通じて基礎的な生活を支える一手段として､｢給付付き税

額控除｣を積極的に検討すべきである｡所得税における所得控除は､最高税率

の高い高所得者に有利である一方で､低所得の人にはメリットが乏しい｡これ

を ｢給付付き税額控除｣に転換することによって､収入の無い人にも一定の給

付を行うことができる｡低収入の現役世代､高齢者が増加する中で､年金や生

活保護との関係に留意しつつ､｢給付付き税額控除｣を検討する意義は大きくな

っている｡

また､年金と生活嘩護の受給水準について､国民の納得が得られる見直しも

しくは説明を行うとともに､地方自治体と協力して､生活保護を真に必要とす

る人が受給できることを確保することを前提に､生活保護受給者-の受給サー

ビスのコス ト通知などを通じて過剰 ･不適正な受給の是正を図り､また受給期

間を通じて所得把握を厳格にすべきである｡

(3)幅広い世代-のセーフティネット (子育て､雇用など)

<課題>

国家の存続や経済成長､社会保障の基盤確保に重要な影響を及ぼす少子化は

6
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El本が直面する最大の課題であり､政府のみならず国を挙げて取り組むべき課

題と認識しなければならない｡

子育て支援策については､民主党政権では ｢子ども手当｣の創設､｢子ども･

子育て新システム｣の検討など積極的に取り組んできているが､さらなる強化

が必要である｡現在でも約2万6000人もの待機児童が存在する他､短時間保育

や病児 ･病後児の保育など多様な保育サービスが十分には提供されておらず､

子育てのしやすい環境が整っているとは言い難い｡また男性の育児休業の取得

率は低迷したままである｡

雇用については､失業率が高止まりしている｡昨年の政権交代以降､累次の

対策を講じてきているが､景気が由り場に入っていること､企業にとって将来

の展望が十分に見通せないことなどから､新卒者の就職内定率も低迷している｡

雇用の課題の一つは､今後の望ましい雇用形態をどう考えるかということで

ある｡小泉政権による過度の規制緩和によって､現在では就業者の 3分の1が

非正規雇用となっているが､国民のライフスタイルや価値観の多様化､企業の

置かれた状況などから､過去と同様の ｢正規雇用中心｣｢終身雇用中心｣という

状況に戻すことは容易ではない｡我が国の社会保障は ｢企業が正規従業員を中

心に雇い､一定のセーフティネットを提供する｣ということを前提に組み立て

られおり､その観点から､今後の雇用形態のあり方は社会保障制度全体に大き

な影響を与える重要な課題である｡

陣がい者福祉制度は､支援費制度､自立支援制度と2度の大きな制度改正を

行ってきた｡現行の自立支援制度については､応益負担が導入されたことから

｢障がいの度合いが重いほど､負担が重くなる｣という根本的な問題に加え､

導入に際して当事者の意見を十分に聞かなかったことが､関係者の不信を大き

くした｡現在､政府において新たな総合福祉制度の検討が進んでいるが､その

検討にあたっては過去の反省を踏まえ､十分に関係者の意見を聞くことが重要

である｡

<方向性>

子育て支援については､民主党としてはマニフェス トに掲げた｢月額2万6000

円の子ども手当｣の実現にギリギリまで努力すると共に､当面は､恒久財源を

確保できた範囲内でその充実を図る｡その際に甘ま､国民の間から現物サービス

の充実を望む声も多いことから､現物サービスとのバランスを十分に勘案して

いくことが必要である｡同時に､現在政府で検討している ｢子ども･子育て新

システム｣について早期に内容を詰め､関係者の理解を得た上で､実施に移す

7
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ことが重要である｡その中で､子育て支援の充実が､保育サービスの充実自体

による雇用増をもたらすことに加えて､子育て家庭が働きやすい環境を整備す

ることで子育て世代の就労増を可能とし､経済活性化-繋がることを踏まえる

べきである｡さらに教育政策の充実とも連携しつつ､子育てを社会全体で支援

することで､将来の我が国を支える有為な人材を確保することが可能となる｡

雇用については､新卒者を含めた就労支援に引き続き全力を挙げることが重

要であるO同時に､雇用保険のあり方を検討三しつつ､離職者や雇用保険受給が

終了した人に対するセーフティネットが生活保護しかないという現状を改める

ため､｢第二のセーフティネット｣の仕組みを早急に整備し､就労を通して社会

に迅速に復帰できる環境整備が必要である｡とりわけ､民主党がかねてから掲

げてきた ｢求職考支援制度｣については､次期通常国会で法案を成立､させ､制

度を確立させなければならない｡

雇用形態のあり方については､すでに民主党政権として国会に提出している

｢労働者派遣法改正案｣を速やかに成立させた上で､国民の価値観､ライフス

タイルの多様化の中での望ましい雇用形態や有期雇用のあり方について議論を

進めなければならない｡その中では､均等待遇の実現､最低賃金の引き上げの

具体化､また高齢者の就労支援の強化策なども議論するべきである｡

今後の経済成長を実現するために我が国の産業構造を転換していくことが必

要であるが､この構造転換を円滑に進めるためには雇用のセーフティネットが

不可欠である｡その意味で､雇用のセーフティネット強化は､単なる失業対策

ではなく､将来に向けた構造改革の大きな柱となる政策である｡

子育て支援､雇用問題は我が国の将来を左右する極めて重要な課題である｡

特に女性の就労支援やその基盤としての子育て支援の充実は喫緊の課題であり

これらを通じて､労働力人口の維持を図るとともに将来のわが国を支える人材

を育成していかなければならない｡そのためには､現金 ･現物のバランスのと

れた子育て支援策や正規 ･非正規を通じた働きやすい環境の整備などに重点を

置き､いわゆる ｢M字カーブ｣の解消など労働力の確保を確実に実現できる大

胆な施策に取り組む必要がある｡

陣がい者福祉制度については､様々な陣がいの間に隙間を生むことのない総

合的な福祉体系を整備すると共に､陣がい者の就労支援の強化を含めて､陣が

いや難輝などがあってもなくても同様の生活ができるような社会の構築に向け

8

二川=



て全力で取り組むべきである｡

4.社会保障を支える財源

民主党は2008年度税制改正において､今後の税制改革の理念や方向性を網羅

的に示した ｢税制改革大綱｣をまとめ､翌 09年度改正ではあるべき税制改正の

手続きを ｢アクションプラン｣にまとめた上で､昨年は政府として ｢2010年度

税制改正大綱｣をとりまとめた｡その方向性を今後も引き続き､堅持していく

ことが重要である｡

その意味では､今回の ｢税と社会保障の抜本改革｣においても､これまで民

主党が主張してきた原点に戻り､これを丁寧に繰り返し説明することで国民の

理解を得ていくことが基本であると考えている｡

民主党の税に対する基本理念は ｢公平 ･透明 ･納得｣である｡特に､仮に今

後､国民の負担を求めざるを得ない状況になった場合には､その負担増を国民

に納得してもらえるかが最も重要であり､そのためには必要性や負担の配分､

そして社会保障などを支える租税負担は単なる負担ではなく､国民同士で支え

合い､共に生きる社会を創るための分担であるということについて国民に十分

に説明することが不可欠となってくる｡

現在の仕組みでは､消費税 (国分)を社会保障の高齢者 3経費と言われる年

金 ･高齢者医療 ･介護に充当することとなっているが､現実にはこの 3経費に

対しても約 10兆円の財源が不足している｡さらに､今後も高齢化の進展などに

より社会保障関係費は毎年 1兆円程度の増加が見込まれており､不足分は更に

拡大していく｡将来にわたり社会保障制度を女定的に運営していくためには､

現在の財政構造は極めて不安定であり､まずは早急にこれを安定 ･強化してい

くことが必要である｡

社会保障は主に社会保険料と税を財源としていることから､その財政基盤の

安定 ･強化には社会保険料もしくは税の引き上げは不可避となる｡これ-の国

民の納得を得るためには､国会議員定数の削減､歳費削減といった国会議員自

身の率先垂範した身を削る努力をはじめ､全般的な税金のムダづかい根絶に徹

底的に取り組むとともに､将来の社会保障がどのような姿になり､それによっ

て個々の国民がどの程度のサービスを受けられるのか､その場合の税と社会保

険料の役割分担や国民負担率などで見た国民負担はどの程度になるのかを明ら

かにした上で､国民の判断を得なければならない｡

9
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そのような考え方に立ち､社会保障の将来像と負担のあり方の提示を一体的

に行 うことを前提に､今回の抜本改革における税制の基本的な考え方を以下に

示す｡

○政策の時間軸と共に､速やかに一体的な改革案を示す

先に記したように､現在の社会保障の財源の多くは赤字国債､すなわち将来

世代の負担で賄われている｡このような現状は､危機的ともいえる国の財政の

面からもこれ以上放置しておくことはできず､｢現在の世代が受ける社会保障は､

現在の世代で負担する｣状態-回帰させる.ために､できるだけ速やかに税制と

社会保障制度一体での具体的な改革案を示し､財政健全化にもつなげる｡

○国民が安心できる福祉社会は公正な国民負担の上で成立する

｢現在の世代が受ける社会保障は､現在の世代で負担する｣ことを目指す中

で､現在の世代に負担を求める時には､国民の納得を得られる実質的に公正な

負担のあり方とする｡

社会保障の財渡は､税制全体で ｢所得 ･消費 ･資産｣のバランスのとれた改

革を行 う中で確保していく｡社会保障全体の財源は税制全体で確保していくが､

その中でも ｢国民全体で広く薄く負担する｣｢安定した税収｣という特徴を有す

る消費税は非常に重要であるor公平 ･透明 ･納得｣の税制を築き､社会全体が

支え合 う新 しいモデルを構築していくためには､およそ所得税改革だけでなし

得るものではなく､消費税を含む抜本改革に政府は一刻も早く着手すべきであ

る｡

○消費税は社会保障目的税に

社会保障の安定 ･強化を目的に消費税の引き上げを提起する場合には､国民

の理解と納得を得るためにも､消費税を社会保障の目的税とすることを法律上

も､会計上も明確にする｡その際の ｢社会保障｣とする給付費の範囲は､まず

は高齢者 3経費を基本としつつ､現役世代のセーフティネットの安定 ･強化に

ついてどこまで対象とすることが適当か､検討を行ってい′く｡将来的には ｢社

会仮障｣全体について安定財源を確保することにより､制度の一層の安定 .強

化につなげていくOまた消費税率が一定の水準に達し､税 ･社会保障全体の再

分配を見てもなお ｢逆進性対策｣が必要となった場合には､制度が複雑となり､

また政治的な要因が働きやすい ｢複数税率｣よりも､制度が簡素で､透明性の

高い ｢遼付制度｣を優先的に検討する｡

5.今後の進め方
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本年の参議院選挙以降､社会保障の全体像について財源を含めた本格的な検

討を､政府与党で開始した｡今回の中間整理では個別の社会保障制度の具体的

な将来像やその必要財源及びその必要財源を確保するための具体的な税制改革

の方策まで示すに至っていないが､社会保障に対する国民の信頼を早急に回復

する必要があること､財政状況が極めて厳しいことを踏まえれば､税と社会保

障の抜本改革は一刻の猶予もならない課題であり､少子高齢社会を克服する日

本モデルに向けて､早急に政府与党で検討を行った上で､国民的な議論に付さ

なければならない｡また､社会保障制度が長期にわたって安定的に国民に安心

を与えるものとなるよう､早期に政府与党の考え方を取′りまとめた上で､党派

を超えた議論を呼びかけていく｡民主党としては､現役世代を中心に､自らの

生活の中で社会保障サービスによるメリットが実感できるという国民の受益感

覚を高めつつ､その実感の高まりに合わせて漸進的かつ着実に社会保障制度改

革を進めていく所存である｡
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安心と活力への社会保障ビジョン
1 現行社会保障制度と改革の課題

(1)日本社会の現状 と社会保障改革 の肝癌

日本の社会保障の発展

･日本の社会保障は､男性世帯
主の安定的雇用(｢雇用を軸にし
た安心社会｣)を前提に､これを補
完する役割を担ってきた
･支出面で増大してきたのは年金
･子育て,介練は女性に依存

社会の変化と
社会保陣の機能不全

･グローバル化､非正規雇用の増大
･家族､地域の変容

･現役世代の生活リスクに社会保陳が対応できない
･高齢世代も社会保如 く幸福感tm つかず

(2)社会保障改革 の可能性 いかなる日本を目指すのか

参加と包摂の日本

貧困と社会的排除をなくし
皆が各 の々LtI帝をもつ

詔 誓貯 噺

家族や地域を廷らせる

活力ある中仰所得
書の再生

中間層の薮弊に対処

(3)これまでの社会保障改革論譲の総括

社会保障改革に関する有誰者
検討会報告(概要)

ビジョンから行動へ

これまでより国民の人生の可能性を高める､新しい
社会保件と日本社会のあり方を展望

新しい社会保陣の設計にあたり､超党派的経
論の蓄積をふまえて､負姪のあり方も含めた
改革のビジョンを示す

･ビジョンは多くの国民の納得と合意で力に
･多くの国民の参加を得ながら､ビジョンを実行-

妄語 謝 ､の
Jt任を分かち合う日本

次世代に負担を押し付けることなく
各自の来任を果たし.支え合ってt
く覚悟と合音(社会契約)

社会保障国民会議(H20)､安心社会実現会議(H21)等の議論の蓄棟を尊重しつつ､新たな視点からの検証も加えて､議論を発展

(4)改革 の方法と選 択肢

雇用.教育と連携する

システム改革

屈用､教育､社会保障の3つの政策分野
が一体となって支える

国民と共にすすめる改革
客観的で分かりやすく整理された帖報を提供
し､国民の理解を待ながら進める改革

社会保障詫間会議 (仮称)

社会保障を政争の具とせず､与野党議月琴
で構成される絹.僧の会誌体を速やかに設旺

悼 )5つの原則 l

(む切れElなく全世代を対象とした社会保障 .･.主に高齢世代を給付対象とする社会保陣から全世代対応型の保陣への転換

(参未来への投光としての社会保障 - 子ども･子育て支援等を中心に,未来への投資としての性格を強める

⑧地方自治仲が担う支娃型のサービス給付とその分8EB9･多元的な榊 (現物給付)

･･･社会的包摂のため､支援型サ｢ビス給付の役割を王視｡自治体がトm 等とも連携しつつ､住民の声に耳を傾けてサLビスを提供

④旋割りの棚 を越えた.EF島一人ひとUの事fJにAPしての包括的な支援

- 貸脊Jリの制度を越えて､ワンストップサービス､パーソナルサポートを提供

⑥次世代に鵬 を先達Uしない.安定的肘漁に基づく社会保障

･･.現在の世代が享受する給付兼の多くを後代負担につけ回ししている現状を直視し､給付に必要な兼用を安定的に確保

(3)理念と原則を踏まえた改革 の各論

(》 所得保障･年金 - 改革についての超党派的都 合､基碇年金国庫負担､働き方等への中立性､最低保障機能

② サービス保障 医療･介護 .･･機能分化の徹底と集約化､医療･介護･福祉の連携､プライマリ･ケア

③ 子ども子 育て支援 - ｢子ども･子育て新システム｣の検討
④ 格差･貧困対策 -･社会保障の再分配機能強化と､雇用･教育･地域･税制等の諸政策の連携
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社会保痔改革に関する有害狂者
検討会報告 (概要)

(彰 r負軌 とは何か

公的な給付と負担が少なければ私的な給付と負担が増大｡公的負担と私的負担のバランスについて国民的合意を急ぐ必要

(参 負担と給付をめ<る歪みの是正を

現役世代で見返り感が乏しいまま負担感が増し､制度不信力唱.まっている｡新しい状況に沿って､負担と給付の隣保を辞整する必要

(参 将来世代への先達 tJを見直す

高齢者3線菜(年金･医療･介練)については､消費税収との差額が公休依存を通して将来世代に先送りされていることを自覚する必要

④ 社会保険の揺らぎを親負抱で補完を

財源の約3分の之を占める社会保険料負担について､非正規化等の状況を踏まえ､逆進性などのあり方を点検し､必要な税財源を確保

⑨ 社 会保障制度を中掛 こ

社会保険は､負担と給付の関係や加入者相互の連帯が見えやすい制度｡加入基盤の拡大や女性の就労インセン欄 弓める要素の見直しが必要

(2)信 頼 感 成 へ の 道

1 社会保障制度そのものが多くの国民のリスクとニーズにかみ 合うこと

2 社会保障と税にかかわる番号制度､消費税 の使途の限定 - 負担が公平に分担され､無駄なく活用されること

3 自治休への権限付与等による､分権型の社会保障への転換を進めること

(3)社 会 保 障 強 化 と財 政 健 全 化 の 同 時 達 成

○社会保障強化だけを追求すれ ば､いずれ機能停止

○財政健 全化のみを目的に社会保障の質を犠牲にすれ ば､

社会の活力を引き出せない

社会保障強化と

財政健全化の

同時達成が必要

安 心 と 活 力 へ の 社 会 保 障 ビ ジ ョ ン

4 社会保障改革を支える税制のあり方

(1)我 の再分配機能と所得 ･資産課税の圭要性

明 日へと続く社会 のため､

次世代につけを先送 りし

ない社会保障

社会保障改革に関する有識者
検討会報告(概要)

･必要な税財源を確保して社会保険の揺らぎを補完し.社会保障制度の維持と機能強化を図ることが必要
･個人所得課税や資産課税において､所得再分配横能を強化
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安心 と活力への社会保障ビジ ョン
5 持続可能な希望のもてる日本へ

機能強化に向けた当面の優先課題

社会保障改革に関する有識者
検討会報告(概要)

中規模の高機能な社会保障体制へ

○ 社会保障の機能強化と財政健全化の同時達成.同時追求

こそ､すすむべき道

○ 目標とする負担と給付の水準は､国際比較の観点からすれ

ば､｢高福祉高負担｣ではなく｢中福祉中負担｣

○ 社会保障給付を徹底して切り下げる｢低福祉低負担｣のシ

当面の 目標

中規模の高機能な

社会保障体制
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社会保障改革に関する有識者検討会報告

一安心と活力への社会保障ビジョン-

1現行社会保障制度と改革の課題

(1)日本社会の現状と社会保障改革の課題

日本の社会保障の発展

戦後の日本は､国民の強い想いと不断の努力に支えられ､豊かで相対的に安定した社会をつ

くりだしてきた｡社会保障についても､社会保障制度審議会の勧告(昭和25年)で目指すべき社

会保障ビジョンが示され､昭和36年には皆保険Ir皆年金が達成されるなど､その整備に向けて努

力が重ねられてきた.ただし､これまで国民生活を維持してきた仕組みを全体として振り返ると､

社会保障の役割はかならずLも大きくなかった.

国民生活の安定は､企業の長期的雇用慣行や､地域の雇用維持のための諸施策など､男性

世帯主の勤労所得の確保によるところが大きかった｡そして社会保障は､どちらかと言えばこれを

補完する役割を担うことになった｡その結果､社会保障支出は規模の点で小さく､負担も抑制され

てきた｡支出面ではっきり増大してきたのは､人々が現役を退いた後の年金給付であった｡子育

てや介護については､家庭での専業主婦の奮闘に依るところも大きかった｡

にもかかわらず､雇用維持の制度が持続している限りにおいて､こうした仕組みは｢雇用を軸に

した安心J(安心社会実現会議)を支え､人々の希望を紡いできたのである｡

社会の変化と社会保障の機能不全

ところが､こうした仕組みが根本から変化してしまった｡

経済のグローバル化が進行し､非正規雇用が増大するなかで､男性世帯主の安定的雇用はし

だいに縮小した｡企業は､従業員の生活保障を提供する余裕を失った｡併せて､家族や地域のか

たちは大きく変容した｡この変化に対して､社会保障制度が機能不全に陥っている｡とくに現役世

代は､子育てや失業､不安定就業などをめぐって､新たな生活リスクに直面しているが､これに社

会保障制度が十分に対応できないのであるo

そのために､この国で､貧困の拡がりが無視できない事実として浮上し､多くの国民が将来の

生活について強い不安を抱いている｡相対的貧困率の改善度から見ると､/子育て世帯などでは､

税および社会保障の負担と給付をとおしてむしろ貧困率が高まるという事態も生じている｡職場や

家族､地域でのつながりを失い孤立感を深める人が増え､高齢世代も､年金給付などが改善され､

健康寿命が世界でも最長となったにもかかわらず､これが幸福感にむすぴついていない｡若者は

家族をつくる経済力を､あるいは子どもを産み育てる余裕を失い､少子化に歯止めがかからな

い｡

1
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ビジョンから行動へ

たしかにこれまでの安心の仕組みは衰退しつつあり､もはや維持できない｡現行の社会保障を

維持する財源すら､多額の赤字国債に頼っていろ｡この現状からすれば､社会保障を強化し､新

しい安心の仕組みをつくりだすことは容易いことではない｡元気をなくす国民が増え､社会には悲

観論が漂う｡まさに国難と言ってもよい事態である｡

しかしながら､多くの国民が､家族と自身の生活を大切に考え､そのために手をとりあおうという

気持ちをもつ限り､私たちには大きな可能性があるDこの国は､これまでも幾度となく国民のそうし

た想いに依りながら､危機を乗り越えてきた｡危機を乗り越えた後に､これまでより国民の人生の

可能性を高める､新しい社会保障と日本社会のあり方を展望することも決して不可能ではない｡

必要なのは､ビジョンと議論と行動であるo

新しい社会保障をどのように設計し､国民生活の安心をいかに高めるかDそのビジョン[=つい

ては､実はすでに超党派的な議論の蓄積があり､そこには共通認識も生まれている0本報告書は､

こうした議論をふまえて､負担のあり方も含めた社会保障改革のビジョンを示す｡

改革のビジョンは､多くの国民に共有され､その納得と合意を得て初めて力となる｡国民の間に

は､社会保障の再構築を求める気持ちと共に､政治と行政について､抜きがたい不信感がある｡

政治と行政は､不信の源を断ち切る努力を続けながら､国民との対話と議論を深め､ビジョンを錬

磨しなければならないoそして､多くの国民の参加を得ながら､ただちにこれを実行に移さなけれ

ばならない｡事態はもはや一刻の猶予も許さない｡

(2)社会保障改革の可能性 いかなる日本を目指すのか

参加と包摂の日本

社会保障の機能強化をとおして､貧困と社会的排除をなくし､皆が能力を発揮する参加の機会 r

を得て､各々が出番をもつEl本をつくらなければならない.これまでのように､男性世帯主だけが j

安定した雇用を享受し,長時間労働にあけくれるというかたちは､もはや維持しえない｡老若男女

が多様なかたちで働き､学び､ケアに携わる社会をつくりだすことが大切であるoやる気や活力を

そぐような格差については是正し､包摂を強めるならば､国民一人ひとりの能力が高まり､社会が

活性化する｡

つながりと居場所のある日本

社会保障は､家族や地域のつながりにとって代わるものではない｡かけがえのない家族や地域

のむすぴつきが弱まるなかで､それを活き活きと廻らせることこそが社会保障の役割である｡子ど

も･子育ての支援が家族の縁を強くし､介護のネットワ⊥クが地域の緑をむすびなおす｡皆が居場

所を得て､互いに認め認められることが､より多くの国民が幸福を感じることができる基本条件と

なる｡



活力ある中間所得層の再生

ふつうに努力すれば､誰もが家族をつくり､生活できる社会を取り戻すべきである｡これまでの

日本で､分厚い中間所得層の存在こそが､安定した成長と活力の源であったD社会保障の機能

強化によって､中間層の疲弊に対処し､その活力を再生できれば､それは自ずと経済成長と財政

の安定につながる｡

アジアのなかの安心先進国

これまでの日本は､アジアの経済大国として存在感を示してきたが､これからはアジアの安心

先進国として､モデルを提示していくことが望まれる｡成長の波に乗るアジア諸国は､しばしば内

部に深刻な貧困や格差の問題を抱え､また遠からず高齢化社会に突入する｡こうしたなかで日本

は､まず､アジアの成長力を日本の経済成長の力として取り入れ､社会保障の財源を固めつつ､

不安定で流動的な雇用や少子高齢化など､共通の問題を解決していく道筋を示すべきである｡さ

らには､安心先進国のモデルとして､介護や看護の人材育成､外国人患者の受け入れなどをとお

して､アジア地域の安心拡大のための共生貢献を果たしていくことも必要である｡

責任を分かち合う日本

新しい日本のかたちをつくりだしていく財源については､打ち出の小槌はない｡責任を分かち合

う日本であらねばならない｡責任の分かち合いは､一面では政府と国民の間でなされる｡政府は

すべての国民に｢参加Jの機会と｢居場所Jを得る条件を保障し､国民はこうした条件を活用して

各々の力を発揮し､財政的にも社会保障を支えていく｡他面ではこれは､国民相互での責任の分

かち合いでもある｡国家財政1ま基礎的財政収支すらも膨大な赤字にな?ている｡こうした現実を

直視し､次世代に負担を押しつけることなく､各自の責任を果たし､支え合っていく覚悟と合意(敬

会契約)をつくりだす必要がある｡

(3)これまでの社会保障改革論護の総括

新しい社会保障のあり方をめぐる議論は､前政権下の社会保障国民会議､安心社会実現会議

などにおいても開始されていた｡社会保障国民会議は､社会保障の機帝強化について具体的な

提言をおこない､安心社会実現会議は､社会保障､雇用､教育の連携をふまえて安心社会への

道筋を展望した｡それらの議論は､参加と包摂の社会保障によって経済との好循環を展望すると

いう点で､本報告書とも多くの共通点がある｡ここには､党派を超えて共有できる､社会保障改革

論の流れがある.こうした議論の蓄積を尊重しつつ､新たな視点からの検証も加えて､議論を発

展させていく必要がある｡



(4)改革の方法と選択肢

雇用､教育と連携するシえテム改革

社会保障改革は､ばらばらの個別改革としてではなく､社会保障各分野の改革を連携させつつ､

なおかつ雇用や教育の改革ともむすぴつけながら､すすめる必要がある｡

これまでの日本のシステムでは､教育､雇用､高齢世代向け社会保障が､ライフサイクルに沿

って一方通行的に並んでいた｡これからの日本では､教育､雇用､社会保障を､より密接に､かつ

双方向的に連結していかなければならない｡老若男女が､多様なかたちで学び､働き､ケアに携

わることを､3つの政策分野が一体となって支えることが求められる｡

まず雇用については､暮らしと仕事の両立支援､正規雇用と非正規雇用の均衡･均等処遇､多

様な職業経験や教育･訓練の履歴を評価する仕組みを形成しつつ､こうした仕組みと適合的な社

会保障制度を構築していかなければならない｡

教育もまた､雇用に向けて一方的に若者を送り出す仕組みから転換していくべきである｡参加

と包摂の社会保障は､幼保一体化のもとでの就学前教育や公的牢職業訓練など､教育との関わ

りを強める｡その上で､社会保障と教育は､雇用からいったん離れる人々を受け止め､また雇用

へと送り返す機能を強化しなければならない｡

国民と共にすすめる改革

社会保障は､国民の生活に密接にかかわると同時に､制度や政策は複雑で､簡単に理解しに

くい領域でもある.社会保障を単なる負担と考える見方も長く流布されてきた｡こうしたなかで､議

論の過度の単純化を避けつつも､制度の現状､問題点､オプションについて､可能なかぎり客観

的で､分かりやすく整理された情報を提供し､国民の理解を得ながら改革をすすめる必要があるb

いくつかの選択肢について､それぞれのメリットとデメリット､給付と負担のバランスなどを提示し

つつ､深い諌論をすすめる必要がある

社会保障諮問会議

年金をはじめとする社会保障制度には､長期的に安定した､継続的な仕組みが必要である｡

時々の政権ごとに､社会保障制度が大きく振れるならば､国民の不安はいや増すb幅広い国民の

間で社会保障をめぐる理念の形成と共有を促し､社会経済の変化に対して国民各屠･各世代の

利害を柔軟に調整し､社会保障を政争の具とせずに､事実に基づいた客観的な議論をすすめる

ことが大切であるoこうした目的のために､与野党が対等に議論できる常設の会議体を設置する

べきである｡

かつてこうした会議体として､与野党議員や有識者などからなる(旧総理府の)社会保障制度

審議会が大きな役割を果たしていたが､現在は廃止されているOしかし､社会経済の変化が激しく

なり､政権交代が例外的な事態ではなくなった今日こそ､こうした会議体が必要である｡法律に根

拠があり､与野党議員や有識者などから構成される常設の会議体｢社会保障諮問会議｣(仮称)

の速やかな設置を提案する｡

4
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2 社会保障改革の3つの理念と5つの原則

(1)社会保障改革の3つの理念

現役世代が減少する少子高齢社会にあっては､社会を持続させるために､国民一人一人がそ

の持てる力を十二分に発揮していくことが要請される｡困難な時代の到来にも見えるが､実は､高

齢者を含めて国民にとっては､能力を育み発揮する機会を得ること､つながり合うことこそが､幸

福の源となりつつある｡社会保障がそのような条件をつくりだせば､社会が直面している困難を↑

むしろ社会に活力と幸福を拡げていく条件に転化することができる｡

それゆえにr参加型保障｣｢ポジティブウエルフェア｣｢社会的包摂｣などが､社会保障改革の方

向性として掲げられてきた｡こうした考え方をふまえるならば､今日の社会保障改革は､①参加保

障､②普遍主義､③安心に基づく活力 の3つの理念に基づき､すすめられるべきである｡

1)参加保障

社会保障改革は､国民の社会参加を保障し､社会的な包摂を強めていくことを目指すべきであ

る｡経済的な再分配それ自体が日的なのではなく､国民すべてに､雇用を中心に能力を形成し発

揮する機会を拡げ､そのことをとおして社会の分断や貧困を解消し､予防していくことこそが課琴

であるbまた､家族､地域のゴミュニティ､職場などで､人々が互いのつながりを強めていくことを支

援する｡

こうした理念は､ナショナル･ミニマムの考え方と対立するものではなく､むしろそれを高度化し

ていくものである｡すべての国民に､社会とつながっていく基本条件を保障することこそが､ミニマ

ム保障の中身になる｡具体的には､所得給付のみならず､最低賃金制度､給付付き税猿控除､支

援型のサービス給付やパーソナルなサポートなどのパッケージとなろう｡憲法25条が掲げるミニ

マム保障の理念は､憲法13条の幸福追求権とひとつながりのものとしてとらえることが可能であ

り､必要なのである｡

2)普遍主義

社会保障改革は､すべての国民を対象とした普遍主義的な保障の実現を目指すものである｡

所得の如何によらず､あるいは健常者であるか陣がい者であるかを問わず､国民すべてが､人生

のさまざまな局面で多様なかたちの支援や協力を必要とする｡国民相互の協力を実現し､国民自

らの選択に応じた支援を提供していくことが社会保障の責務となる｡その場今､国･自治体のみな

らず､NPO､協同組合､民間企業を含めた社会的企業もまた､｢新しい公共｣の担い手としてそれ

ぞれの役割と責任を発揮することが大切である｡もちろん､公的扶助をはじめとして所得制限など

で給付対象を限定する制度も不可欠であるが､所得制限を過度に用いると､行政手続きコストが

肥大化し､あるいは納税者と社会保障のつながりが弱くなることもある｡
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3)安心に基づく活力

社会保障改革は､社会保障と経済成長の好循環を目指すべきである｡社会参加の機会が拡が

り､つながりが強まるならば､国民の安心が高まる｡その安心とは､受け身の安心ではなく､参加

をとおして道は開けるという能動的な安心である｡こうした能動的な安心に基づき､雇用と消費の

拡大､国民の能力開発､相互信頼(社会関係資本)の増大などがすすめば､社会保障は経済の

成長と財政基盤の安定に連動する｡

また､とくに子育て支援､介護､医療などのサービス給付については､能動的な安心の形成を

支えるだけではなく､それ自体が新しい雇用の場となり､地域の経済に活力をもたらす｡

(2)社会保障改革が目指す5つの原則

3つの理念に基づく社会保障を実現するための制度は､次の5つの原則に基づいて設計される

べきである｡

1)切れ目なく全世代を対象とした社会保障 L

主に高齢世代を給付対象とする社会保障から､切れ目なく､全世代を対象とする社会保障への

転換が求められる｡全世代を対象とすることで､単に社会保障のコストが増大する､あるいは世代

間の財源の取り合いが始まると考えるのは正しくない｡全世代対応型の保障への転換は､包摂

型の社会保障への転換と一体としてすすむことで､むしろ､現役世代が高齢世代を支える力を強

める｡また､高齢世代が社会参加をとおして幸福感を高める条件を拡げる｡

2)未来への投資としての社章保障

子ども･子育て支援や､若年層の就労.能力開発支援を中心に､社会保障は未来への投資とい

う性格を強めていく｡少子化の進行はまさに｢静かな有事｣(安心社会実現会議)であり､次世代が

生まれ育っていくことは､日本社会の持続可能性を高める上で不可欠であるDさらには､次世代

の能力が高まりその貧困リスクが減少することは､未来への投資としても大きな意味がある｡

3)地方自治体が担う支援型のサービス給付とその分権的･多元的な供給体制(現物給付)

社会的包摂のためには､社会保障における支援型のサービス給付の役割が重要になる｡自治

体は､地域の活力を高める上で必要な標準的なサービス給付をおこなう条件を確保し､また､国

民一人ひとりの声に耳を1頃けつつ､サービスを自ら設計し提供できる条件を確保することが大切

である｡そのサービスの担い手として､行政と連携しながら､NPO､協同組合､民間企業を含めた

社会的企業が活躍しやすい環境を整備することも重要である｡



4)縦割りの制度を越えた､国民一人ひとりの事情に即しての包括的な支揺

国民の生活を､現金給付のみで保障するのではなく､その参加や就労を促そうとするならば､

社会保障のあり方は､一人ひとりの個別の事情に即しての包括的支援でなければならない｡これ

までの縦割りの制度を越えて､たとえば失業した人や陣がいを持つ人を総合的に支援するワンス

トップサービスが求められると同時に､多様なサービスを束ねるパーソナルサポートの役割も大事

になる｡高齢者や子どもが単に給付の対象と見なされるだけではなく､互いに支え合う場を提供

する共生型の支援の可能性も追求されるべきである｡

5)次世代に負担を先送りしない､安定的財源に基づく社会保障

未来-の投資である社会保障のコストを､将来世代に先送りすることは許されず､安定的財源

の確保ぬきに､新しい社会保障の理念と原則は実現しない｡我々は､現在の世代が享受している

サービス･給付を賄う費用さえも､その多くを赤字公債のかたちで後代の負担につけ回ししている､

という現実を直視しなければならない｡このような状態で制度が長く維持できるはずはなく､先人

の英知の産物である社会保障制度を盤石なものとして､未来の世代にとっても信頼に足る制度に

して引き継いでいかなければならない｡

給付に必要な費用を安定的に確保し､現役世代にも支援を振り向け､現役世代が安心に基づ

く活力を発揮することで､社会保険料収入､税収がさらに安定するという好循環を実現していかな

ければならない｡

(3)理念と原則を踏まえた改革の各論

以上の理念と原則のもとに､各分野の社会保障改革を遂行していかねばならない｡緊急性の

高い分野を中心に､改革の各論を例示すれば以下のようである｡

ーく所得保障ヰ 金>

年金制度は､次のような大きな環境変化に直面している｡第一に､急速な少子高齢化によって

年金財政が不安定化している｡第二に､就業の多線化によって国民年金保険料の未納が増えて

いる0第三に､単身で低所得の高齢者が増加している.

これらの環境変化に対応するためには､大がかりな年金改革が必要である｡しかし､年金制度

改革は､国民の老後生活の設計に非常に大きな影響を与える｡また､改革が実現く完成)古れる

までには長い期間(通常20年から40年)がかかる｡時々の選挙結果などで頻繁に制度を変更す

ることは避けなければならない｡制度改革にあたっては与野党による十分な協議と合意形成が不

可欠である｡



公的年金制度については､まず､年金記録問題等で大きく傷ついた国民の制度への信頼を回

復することが急務である｡現政権下においてもr7項目の基本原則｣に沿った超党派的な議論が

呼びかけられているが､現行制度の課題を直ちに共有し､制度の修復と改革をむすぴつけながら､

年金改革の大きな方向性について､速やかに与野党の合意を達成しなければならないO

年金制度改革の論点は多岐にわたるが､改革の基礎理念や基本原則をふまえれば､以下の

ような点にまず取り組まなければならないO

①安定財源を確保した上で､基礎年金について国庫負担2分の1の実現を急がなければなら

ない｡

②新しい仕事への挑戦や女性の就労を妨げる年金制度であってはならない｡働き方､ライフコ

ースの選択に対して中立な制度設計を目指して調整を急ぐべきである｡

③単身高齢者､低年金者､無年金者の増大に対して､基礎年金制度の最低保障機能の強化

など､高齢者の防貧･救貧機能の強化をすすめなければならないD

<サービス保障 医療･介護>

医療･介護については､救急医療体制の揺らぎや医師不足問題などに対して緊急の対策を講

じていくとともに､今後増大するサービス需要に確実にかつ効率的に応え､国民が安心して過ご

すことのできる医療･介護サービス提供基盤の強化を図ることが必要である｡

医療･介護のサービス提供体制については､次のようなかたちでサービス供給体制の整備を図

るべきである｡

①ニーズの変化に対応した病院･病床の機能分化の徹底と集約化を図り､急性期病院を中心

とした人員配置の思い切った拡充等を図る｡

②都道府県ごとに､関係団体や行政が客観的データに基づき協議し､地域医療の在り方をデ

ザインする｡地域資源を効率的に活用しながら､相互の機能分担によって､地域医療のネッ

トワーク化を実現する｡

③不必要な入院期蘭を減らして早期に家庭へ復帰できるようにするとともに､できるかぎり最後

まで地域や家庭で過ごすことができ､高齢者と家族が幸福を感じることができる社会を目指

すDそのために､地域ごとに医療.介護･福祉の継続的で包括的な連携をすすめ､地域包括

ケアを実現する｡

そのような取組の中で､健康問題･病気を幅広くケアできる質の高い家庭医を多数養成すると

ともに､医療提供体制の中で明確な位置付けを行うなど､プライマリ.ケアの役割を明確にしていく

ことが求められる｡こうしたプライマリ･ケアの実現は､とくに高齢者ケアに関しては､家庭医による

複数の併存症のマネジメント､多重薬剤の回避､介護資源の効率的利用､疾病予防など､医療･

介護サービスの質を高め､医療･介護費用の増大の抑制につながる効果も期待できる｡



こうした改革を確実rtすすめていくためには､サービス供給体制の改革と同時に､安定的な財

源を継続的に確保していくために､医療制度と介護制度内部での資源配分のあり方を見直してい

くことが必要になる｡おりしも2012年4月には､6年に一度の診療報酬･介護報酬の同時改定が

行われる｡ここで､診療報酬と介護報酬の基本骨格の見直しをおこなうべきである｡その際には､

介護サービスにおける労働力を確保するためにも､介護労働者のキャリアのステップアップを支

援するとともに､その給与水準が改善されるような配慮が求められる｡

<子ども･子育て支援>

子ども･子育て支援は､これまで家族の専任事項とされがちであった子育てを支援し､家族と地

域の活き活きとしたむすぴつきを支えるものである｡第-に､子育て支援は子どもが育つことへの

支援である｡子どもたちが就学前において､その基本的な認知能力や共に生きていく力を身につ

けることは､知識社会における人材育成という点で､大きな意義をもつ｡第二に､こども園などの

サービス給付は､母親に仕事か子育てかという不本意な二者択一を迫ることなく､就労し社会へ

のかかわりを強めつつ､他方では父親と共に育児にあたり､家族が豊かな時間を過ごしていくこと

を可能にする｡第三に､こうした子育て支援のサービス給付は､子ども手当などの現金給付と車

の両輪となり､子育てのコストを削減し､経済的な理由.=よる少子化を解消するD

すなわち子ども･子育て支援は､現役世代の就労と社会参加を支援しつつ､次世代を育成し､

その能力を高める｡これは､新しい社会保障の理念と原則という点から言って､基軸的な政策領

域の一つであるoにもかかわらず､わが国の家族政策への支出をGDP比で見ると.依然としてO

ECDの平均を大きく下回る｡待機児童の数､少子化の進展､女性の年齢別労働力率曲線のあり

方(M字カーブ)などから言って､日本の子ども･子育て支援に限界があることは明らかである｡必

要な財源を確保して､大胆かつ効果的な財政投入を行い､一国･自治体･企業･利用者が力を合わ

せて子ども･子育て支援の質量両面での抜本的拡充を図るべきであるa

他方で､こうした政策を担うシステムの構想が問われる｡政府が検討をすすめている｢子ども･

子育て新システム｣は､地方自治体が､民間の事業体の参入をイコールフッティングで受け入れな

がら､多様な家族の選択に応える仕組みを自由に設計することを可能にする｡こうした可能性を

活かす地方財源のあり方を論じる必要があるOまた､子育ての多様なかたちと僚階に切れ目なく

対応しながら､就学前教育も担っていく､一元的な制度の構築は急務であり､そのための合意形

成に全力を尽くすべきである｡



<格差･貧困対策>

格差T貧困問題は､現行の社会保障制度の機能不全と綻びを示している｡一方では､非正規労

働者など､｢社会保障制度の適用から外れる層｣が増大し､他方で､国民健康保険などでは､低所

得のために保険料を支払うことが難しくなる人も少なくない｡子育て家庭の相対的貧困率が再分

配後で改善されずむしろ高くなっているなど､社会保障制度の再分配機能の弱きが､格差や貧困

を拡大している面さえ指摘されている｡

格差･貧困問題の深刻化は､社会の統合を脅かし､社会の分裂を招く｡多くの人々の能力が発

揮されずに終わり､社会的な連帯意識が弱まって不安感と緊張感が高まり､扶助費や行政コスト

の肥大化を招く｡グローバル化や労働市場の変容のなかで､格差･貧困問題を解決し､誰でもふ

つうに努力すれば暮らしていくことができる社会をつくりだしていかなくてはならない｡社会保障の

再分配機能を強化しつつ､雇用政策､教育政策､地域政策､梯制など､様々な政策を連携させて

いく必要がある｡

雇用の条件がある人々に対しては､働くことを困難にしている要因をとりのぞくために､子育て

支援､職業訓練､カウンセリングなどが､生活支援と併せて求職者支援の制度として提供される

必要がある｡参加を困難にしている要因には､一人ひとり複数の事情が複雑にむすぴついている｡

この点では多様な給付を個人の事情に応じて結びつけていくパーソナルサポートが必要になる｡

また､フルタイムで働いても低所得から脱却できないという事態をなくすために､最低賃金や給付

付き税鰻控除など､働く見返りを高めることが大切である｡また､立ち遅れている住宅関連のサー

ビスや子ども手当などの社会的手当によって､生活のコストを引き下げていく支援も必要になる｡

個人や地域の状況に応じた､一連の給付のパッケージとして最低生活保障のラインが確定される

べきである｡

3 社会保障改革の枠組み

(1)社会保障負担のあり方

｢負担｣とは何か

日本はアメリカなどと並んで､社会保障についての公的な給付と負担がもっとも少ない国の一

つであるOこの事実をふまえ､これまで抑制され続けてきた公的な給付と負担について､私的負担

とのバランスを新たにどのように設定していくか､国良的合意を急ぐ必要があるD

社会保障給付を広く解釈し､私的な負担に基づいた給付や税の控除分などを加えて比較する

と､高負担とされるスウェーデンと低負担とされるアメリカの給付水準は接近する｡要するに､公的

な給付と負担が少なければ､私的な給付と負担が増大する｡



公的な負担は､わが国では国民負担率と呼ばれ､経済成長への足かせとされることが多かっ

たが､国民負担率が大きいか小さいかということそれ自体が､直ちに国の経済活力を決めるわけ

ではない｡大事なことは､公的な給付がどれほど機能的に行われ社会の活力が引き出されている

か､また負担と給付の関係をめぐって､人々の間で責任の分かち合いと相互信頼が実現している

か､という点である｡私たちは､むしろこうした点について､わが国の現実を直視するべきである｡

負担と給付をめぐる歪みの是正を

わが国の現状では､少子高齢化､労働市場の変容､現行社会保障制度の特質という3つの要

因がつながり合い､さらにここに現行社会保障の費用について公債依存が増大するという問題も

重なって､社会保障の負担と給付に歪みが生じている｡

現役世代が数の上で減少し､雇用の劣化でその経済力が衰退しているにもかかわらず､現行

社会保障制度の給付構造は､現役世代の生活リスクに十分に対応しない｡したがって､現役世代

の一部では､見返り感が乏しいまま負担感が増し､社会保障制度への不信が高まることになって

いるO新しい状況に沿って､負担と給付の関係を調整していく必要がある｡

将来世代への先送りを見直す

他方で､現行社会保障制度の給付対象として大きな割合を占める高齢者3経費についてみる

と､予算総則においてその経費に充てることとされている国分の消費税収との差額が､(現在の

予算総則が規定された)平成 11年度の 1.5兆円から､平成 ㌶ 年度には98兆円にまで拡大して

おり､その差額の相当部分もまた公債依存をとおして将来世代に先送りされるかたちになってい

る｡高齢世代を含めて､現代の世代は､ここにも給付と負担をめぐる歪みがあることを自覚する必

要がある｡

社会保険の揺らぎを税負担で補完を

さらに､社会保険料の負担について言えば､現行制度の給付は､約3分の2が社会保険料負

担によって担われているDところが､労働市壕の流動化と非正規化は所得分布の二極化をもたら

し､現行制度のもとでは､社会保険料の個人負担の基盤を揺るがして､保険料負担の逆進性を強

める｡したがって､逆進性緩和の視点から低所得者対策や標準報酬月額の最高限度稜の引き上

げをおこなうなど､社会保険料負担のあり方そのものを再点検し､さらには必要な税財源を確保し

た上で､社会保障の維持と機能強化のために投入していくことも必要になっている｡税負担のあり

方については､消費課税によって広く負担を求めるという視点と併せて､世代を問わず所得や資

産に応じた負担を求める視点も必要となる｡



社会保険制度を中核に

しかしながら､他方において社会保険制度は､負担と給付の関係や加入者相互の連帯が見え

やすい制度である｡したがって､本来は制度への支持と負担の納得度が高く､制度基盤が安定す

る仕組みでもある｡それゆえに､社会保険方式を税方式によって置き換えたとしても､そのことが

直ちに社会保障制度の持続可能性を高める方策になるとは言い難い｡

むしろ､社会保障改革そのものをも手段として､雇用の量を拡大し質を高めつつ､併せて厚生

年金や雇用保険の加入基盤を拡大することが求められる｡現行の社会保険制度が内包する､女

性の就労インセンティブを弱める要素については､その見直しが必要である｡雇用の縮小と劣化

を放置すれば､社会保険方式を税方式によって置き換えたとしても､国民の担税力もまた低下す

るのである｡さらに､繊割り型の社会保険制度の再編成をすすめ､同時に消えた年金問題などの

処理を迅速にすすめて信頼回復に努めることも､社会保険制度の持続可能性を高める上で不可

欠である｡

(2)信頼醸成への道

世韓調査などでは､多くの国民が､社会保障たきちんと充てられ､無駄遣いがなくなるのであれ

ば､負担増を受け入れると回答している｡社会保障をめぐる信頼醸成は､社会保障改革の枢要な

部分であり､そのために3つのことが求められる｡

第一は､社会保障制度そのものが多くの国民のリスクとニーカ ニかみ合うことである｡これは3

つの理念と5つの原則に沿って実現されるべき事柄である｡

第二に､負担が公平に分担され､社会保障の財源として､無駄なく活用されるということである｡

そのことを確実にするために､まず社会保障と税にかかわる番号制度の準備をすすめる｡また､

消費税については､平成 21年度税制改正法附則104条にも示されているように､その使途を社

会保障制度､なかでもその中核である年金･医療･介護および少子化対策に要する費用に充てる

ことを明確にし､区分経理を徹底し､官の肥大化や無駄遣いにむすびつかないことを客観的に示

していく｡

第三に､分権型の社会保障への転換をすすめることである｡とくに支援型の公共サービスにつ

いては､地方自治体が､住民の発言と参加にも支えられながら､基本的なサービスを円滑に提供

できるように､あるいは自ら主体的にサービスを設計し供給できるよう､十分な権限が与えられる

べきである｡住民自らが､サービス給付に関与することが､信頼醸成への最短の道である｡

(3)社会保障強化と財政健全化の同時達成

社会保障強化だけが追求され財政健全化が後回しにされるならば､社会保障制度もまた遠か

らず機能停止する｡しかし､財政健全化のみを目的とする改革で社会保障の質が犠牲になれば､

社会の活力を引き出すことはできず､財政健全化が目指す持続可能な日本そのものが実現しな

い｡
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社会保障強化と財政健全化は､しばしば相反する課題と見なされるが､実は､この二つを同時

達成するしか､それぞれの目標を実現する道はないのである｡高齢世代向けの支出を維持する

だけで多額の赤字を出している現状があり､この収支を改善しながら､さらに社会保障の強化を

囲っていくというのは､たしかに容易ならぬ道である｡けれども､この容易ならぬ道を行くしか､こ

の国を再び上昇軌道に乗せていく術はない｡

さらに､後代に負担を先送りしない財政健全化は､新しい社会保障の理念と原則に照らしても､

不可避の課題である.社会保障が国民一人ひとりの出番をつくりつながりを強めるのは､明日ぐ

と続く社会を共に支える喜びを分かち合うためである｡次世代育成を支える社会保障は､未来へ

の投資という意味もある｡そのような社会保障が､次世代につけを先送りして成り立つというのは､

自ら依って立つ理念と原則を否定するに等しい｡

4 社会保障改革を支える税制のあり方

(1)税の再分配機能と所得･資産課税の重要性

税制は､社会保障制度を刷新し､その機能を高めていくための､重要な手段であるDそれは､

国民が社会保障制度をとおして活力を高めあいながら､そのために必要な費用について､責任を

分かち合う仕組みである｡これからの社会保障においても､社会保険方式は基軸的な役割を担う

べきであるが､同時に､必要な税財源を確保して社会保険の揺らぎを補完し､社会保障制度の維

持と機能強化を図ることが必要である｡

そのような税制の具体的なあり方は､社会や人口構造b)変化に適合的で､かつ､｢公平.透明r

納得｣の原則に基づき､国民の信頼と支持を得るものでなければならない｡

また､支え合いながら活力ある社会をつくるという､社会保障の理念と原則とも調和するもので

なければならないoLたがって､行き過ぎた格差や貧困の拡大が､社会の活力をそぐような事態に

対しては､社会保障をとおしての支援と併せて､税制面でも個人所得課税や資産課税において､

所得再分配機能を強化する改革をおこなうことが必要である｡

(2)人口構造･雇用･経済環境の変容のなかでの消費税の基幹性

他方で､社会保障を支える税財源のあり方を全体として見たときに､消費税の基幹性もまた明

白である｡

現役世代の人口が減少し､なおかつ雇用の流動化･不安定化が進行する｡社会保障制度の基

軸である社会保険については､保険料の主な負担者は現役世代で串るが､貧困や格差の拡大の

なかで､保険料負担の逆進性も問題になっている｡保険料負担を補完し､また現役世代を支援す

るサービスを強める財源は､特定の世代に負担が偏らず広く薄く全世代が負担する財源であるこ

とが求められる.

さらに､景気変動によって税収が左右されにくい安定財源であること､できる限り経済に対して

中立的な負担であることも求められる｡
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以上の点を総合すると､上述のとおり所得.資産課税の重要性をふまえつつも､社会保障を支

える税財源としては､消費税を基本に考えていくべきである｡

消費税負担の逆進性についても指摘があるが､消費税収を再分配効果の高い社会保障給付

に充てることによって､逆進性は解消される｡もちろん､社会保障の機能強化と税制改革の一体

的な推進にあたっては､貧困や格差にかかわるデータに細心の注意を払い､給付と負担のバラン

スが維持されていくように適宜調整をおこなう必要があるO

(3)消費税の使途明確化の必要性

消吏税については､使途を社会保障に限定し､絶対に官の肥大化や無駄遣いに使われること

があってはならない｡各種世論調査によれば､国民は､無駄遣いの撲滅を前提に､社会保障目的

での消費税増税であれば､一定の支持と理解を示している｡｢きちんと責任を果たせばそれに応

じた安心につながる｣という見通しを確かにすることこそが､求められている｡

まず､消菓税の使途を社会保障に限定することは､すでに法律や閣議決定において決められ

ていることを改めて確認し､こうした決定をさらに具体化し､国民が点検可能な条件を構築していく

必要がある｡

すなわち､平成21年度税制改正法附則104条においては､｢消費税の全額が制度として確立さ

れた年金､医療および介護の社会傑障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用

に充てられること｣が決められている｡また､この税制改正法に先立って閣議決定された｢持続可

能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた｢中期プログラムlJにおいても､｢消費税収は全

て国民に還元し､官の肥大化には使わない｣と明記されている｡

政府は､この考え方を発展させ､消費税を社会保障目的税とすることも含め､区分経理を徹底

するなど､消費税の使途を明確化するべきである｡さらに､国民の側から見て分かりやすいように､

制度上会計上の透明度を高め､また､国民からの議論や問題提起を受け止め､情報提供をおこ

なう仕組みも整備していくべきである｡

(4)社会保障改革とそれを支える税制改革の一体的実施

社会保障の刷新･強化と､税制改革の一体的実施こそが､制度の機能不全､国民の活力の低

下､後代負担の膨張という連鎖を食い止め､日本を再生させる道である｡

私たちは､ここで厳しい現実から目を背けてはならない｡繰り導し強調してきたように､現行社

会保障は､全世代の参加を促し､活力を引き出す上では､さらなる機能強化を必要としている｡に

もかかわらず私たちは､現行社会保障を支える公費支出についてさえ､その相当部分を後代負

担に頼っている｡前節で述べたように､高齢者3経費と国の消費税収との差額は9.8兆円に達して

いる｡また､政府の歳入に占める特例公債(赤字公債)の割合から考えれば､医療･年金,介護.

少子化にかかる国費負担総砥約 25兆円のうち､10兆円を超える猿が後代につけ回されているこ

とになっており､これらの額は今後さらに増大していく｡



さらに私たちは､現行制度の不備を補い､全世代型の社会保障への刷新をすすめる費用を必

要とする｡社会保障国民会議が示した試算によれば､後述する基礎年金国庫負担2分の1実現

のための費用に加えて､年金･医療･介護および少子化対策を機能強化するための追加費用とし

て､､2015年度では 7･6兆円から8.3兆円､2025年では19兆円から20兆円の公費財源が必要と

なる(何れも基礎年金について社会保険方式を前提とした場合の試算)｡加えて､若年層の雇用

を支援する費用をいかに調達するかも考えなければならないo

こうした費用のどこまでを､どのようなかたちで負担しあうか｡この点についての合意を早急に

形成しなければならない｡その上で政府は､一方では公債依存分を削減して財政健全化に努め

つつ､他方では現役世代の支援を強めて､その参加を拡げ活力を引き出すために財源を振り向

けていく､巧みな舵取りを求められるDそして､将来的には､社会保障給付にかかる公費全体につ

いて､消費税を主たる財源として安定財源を確保することによって､社会保障制度をより一層安定

させる方向を目指すことが求められる｡

これは困難な道であるが､ただ重い荷物を背負って急勾酉己の坂道を上っていくだけの苦行のよ

うに考えることも間違っている｡こうした負担は､地域に安心の医療や介護を確立し､子どもたち

の元気な声を響かせ､若者たちを雇用へとつなぐためのものである｡すべての国民に､そのような

風景を切り開くためのものである｡

逆に言えば政府は､このようなかたちで国民が負担の見返りを実感できるかたちをつくりだし､

現役世代の活力を高めてこそ､さらなる機能強化と財政健全化へと歩をすすめることができる｡

社会保障改革と税制改革は一体的におこなわれなければならない｡政府は出来るだけ速やか

に､社会保障制度と消費税を含む税制の一体的改革の具体案を作成するべきである｡

(5)基礎年金国庫負担2分の1確保のための安定財源確保

当面の喫緊の課題として､基礎年金国庫負担2分の1実現のための安定財源確保の問題があ

る｡2009年度､2010年度と臨時財源を確保して対応してきているが､厳しい国家財政の下でこの

ような対応には限界がある｡

もとより｢安定財源を確保して二分の一を実現する｣ことは法律上の要請でもあり､速やかに税

制抜本改革の中で必要な安定財源を確保するべきである.

(6)地方の税源確保

国民一人ひとりに包括的な支援をおこなうという社会保障の考え方からすれば､国民に身近な

ところでサービスを設計し.実行する地方自治体の役割はきわめて重要である｡すべての自治体

で､住民の参加と自立を支えることが､地域の自立につながる｡また､国民自らが関与する分権

的な社会保障は､社会保障の信頼を大きく高める｡したがって､社会保障改革を支える税制改革

のためには､国とともに制度を支えている地方自治体の社会保障負担に対する安定財源の確保

が重要な目標でなければならない｡



地方自治体もまた､安定的な公共サービスの供給をとおして地域の経済活力を高め､雇用を

拡大することに責任を負わねばならない｡そして､地方自治体のそのような努力を支えるためにも､

税源の遍在性が少なく､安定的な税財源を確保することが必要である｡また､地方が地域の実情

に応じて住民合意の下に提供するサービスに関しては､独自に財源が確保できるように地方自治

体の課税自主権の拡大･発揮についても検討されるべきである｡

5 持続可能な希望のもてる日本へ

機能強化に向けた当面の優先課題

平成23年度には､まず子ども･子育て支援に関して､政府が検討をすすめてきた｢子ども･子育

て新システムJの要綱に基づき､その実現に着手するべきである｡

子ども･子育て新システムは､若い親世代の就労条件を拡げ､子どもたちに良質な就学前教育

を提供しその未来を拓くという点で､また､自治体が｢新しい公共｣の力にも依りながら､具体的な

制度設計をおこなうという点で､社会保障改革の理念と原則にかなった仕組みである｡さらに本来

は､多様な子育てのスタイルやサービスのあり方を包括できるものであるOこうした制度趣旨を活

かしつつ､政府と自治体は､利用者が負担にふさわしい見返りを感じることが出来るように､安定

した財源を確保しつつサービスの整備をすすめるべきである｡

また､雇用がますます厳しくなる状況をにらんで､新規学卒者と若年層のための就労支援体制

を強化することも優先的に取り組まれるべき課題である｡この場合､地域経済の状況は多様であ

り､また若者たちが抱える困難も一様ではない｡この点をふまえて､内閣府で取り組まれているパ

ーソナルサポートのプロジェクトなどの成果を新しい制度にむすぴつけていくことが必要であるO

さらに､与野党の国会議員や有識者で構成する｢社会保障諮問会議｣(仮称)の設置を急ぎ､と

くに年金や医療について､本報告書の提起もたたき台として､政権交代を越えて安定的に定着さ

せるべき仕組みについての合意を形成するべきであるd

中規模の高機能な社会保障体制-

本検討会は､社会保障の刷新･機能強化と財政健全化の同時達成､同時追求こそ､私たちの

すすむべき道と考える｡そこで目標とされている負担と給付の水準は､国際比較の観点からすれ

ば､いわゆる｢高福祉高負担｣とは言えず､r中福祉中負担｣ともいうべき水準である｡ただし､社会

保障の規模の大中小それ自体は､各国の経済成長率や競争力と直接に相関しているわけでは

ない｡高福祉高負担でも経済成長率が高い国があり､公的支出を抑制しても私的負担が重い国､

現役世代が活力を失い経済が低迷する国がある｡大事なことは､社会保障の制度や支出を､3つ

の理念と5つの原則に基づいて､参加と包摂を拡げる高機能なものとしていくべき､ということであ

るO



他方で､各分野にわたり社会保障給付を徹底して切り下げて､より｢低福祉低負担｣に､という

シナリオも方法としては考えられる｡しかし､日本がこれまでも社会保障それ自体については抑制

をしてきたこと､その結果､とくに現役世代が活力を失い､経済もまた勢いを持ち得ないでいる現

状からすれば､これは持続可能な日本を展望する上で､責任ある選択肢とは言えない｡

したがって､中規模の高機能な社会保障体制こそが､日本の社会保障改革が当面の目標とし

て設定するべきかたちである｡

私たちは､希望のもてる明日-と続く日本のために､今､足を踏み出さねばならない｡皆が力を

発揮でき､結びつき合うことができる社会をつくり､私たちの世代の幸福と将来世代の安寧を､と

もに実現していかなければならないOそのことこそが､本検討会が提起する社会保障と税の-体

的改革の目指すものである｡



所得の把握や制度をまたがった事務を行う場合などにおい
て､複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報で
あるということの確認を行うための基盤がないため､

>税務署に提出される法定調書のうち､名寄せが困難なも
のについては活用に限界

>より正確な所得･資産の把握に基づく柔軟できめ細やか
な社会保障制度･税簸控除制度の導入が難しい

>長期間にわたって個人を特定する必要がある制度の適
正な運営が難しい(年金記録の管理等)

>医療保険などにおいて関係機関同士の連携が非効率
>養子縁組による氏名変更を濫用された場合に個人の特

定が難しい 等

⊂ 垂 ] 甲 #-A (垂 ) I.●より公平･公正な社会の実現
●社会保障がきめ細やか且つ的確に行われる社会の実現

欝 ルできる社会の実現 J
>番号を用いて所得等の情報の把握とその社会保障や税へ

の活用を効率的に実施
>真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充実
>負担･分担の公正性､各種行政事務の効率化が実現
>汀化を通じ効率的かつ安全に情報連携を行える仕組みを

国･地方で連携協力しながら整備し､国民生活を支える社
会的基盤を構築

HTを活用した国民の利便性の更なる向上も期待 】

1,利用範囲
A案- 税務分野のみ

B11藁-･税務分野十社会保障分野(現金給

付のみ)

B-2案=･税務分野+社会保障分野(現金給

付+現物サービス)

C案- 幅広い行政分野で利用

2.｢番号_‖=何を使うか

①基礎年金番号､②住民票コード､
③住基ネットを活用した新たな番号

3,管理方式
データベース ①一元管理方式､②分散管理

方式

番 号 ①一元管理方式､②分散管理
方式

4.付番機関
①歳入庁､②内閣府､③総務省､④国税庁､
⑤厚生労働省 等

5.個人情報保吉事の徹底

①自己情態へのアクセス記緑の確認､
②第三者機関の設置､

③｢偽造｣｢なりすまLJ防止､
④目的外利用の防止,

⑤プライバシーに対する影響評価の実施 等

6.㈱ 連迭
地方公共団体､日本年金機構､医療保険者等
の機関の実情を踏まえた連携

7.制度番人に係る費用.期間

費用･制度設計の仕方によって異なる

準備期間:少なくとも3ヶ.4年の準備期間が必要

目指す方向性

｢幅広い行政分野｣(C案)での利用を視
野に入れつつ､まずは｢税+社会保障分
野｣(B案)から開始

住基ネットを活用した新たな番号

"データベース"については､分散管理方
式とすることを前提に検討

"番号"については､プライバシー保護､
コスト等に鑑み､一元管理又は分散管理
とすべき具体的分野について今後検討

r歳入庁の創設｣の検討を進めるとともに､
｢まずはどの既存省庁の下に設置すべき
か｣について検討

最低限､｢自己情報へのアクセス記録の
確認｣､｢第三者機関の設置｣､｢目的外利
用防止に係る具体的法原則明示｣､｢関係
法令の罰則強化｣を実施する方向で検討

スケジュール

23年夏頃 ｢社会保障･税番号大綱(仮称)｣

秋以降 法案提出



社会保障･税に関わる番号制度に関する実務検討会

中間整理

平成 22年 12月
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1.導入の趣旨

(1)背景

(2)制度導入の目的と期待される効果

2.番号制度の導入に向けて

(1)個人情報保護の必要性

(2)諸外国と我が国での理念

(3)番号制度の限界と可能性

(1)利用範囲

(2)｢番号｣に何を使うか

(3)管理方式

(4)付番機関

(5)個人情報保護の徹底

(6)地方公共団体等との連携 ..

(7)制度導入に係る費用 ･期間

(1)目指す方向性

(2)スケジュール
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1.導入の趣旨

(1)背景

社会保障制度や税制に対する国民の信頼を得るには､負担や給付の公平性を実感し

てもらうことが重要である｡その観点から､負担や給付の基準となる所得等の情報を

的確に把握し､それに基づいた制度運営を行うことが求められている｡まして､今我

が国においては､少子高齢化により高齢者の増加と労働力人口の減少が続いており､

また､格差拡大への不安が高まっているとの指摘もされている｡このような時代背景

にかんがみれば､従来以上に､社会保障と税を一体としてとらえ､正確な所得等の情

報に基づいて適切に所得の再分配を実施し､もって国民が社会保障給付を適切に受け

る権利を守る必要に迫られている｡

また､日々進歩を続ける情報通信技術は､官民を問わずあらゆる分野に恩恵をもた

らすものであり､国民の生活に関わる様々な制度の設計も､近年の情報化の進展を適

切に踏まえたものとすることが必要である｡特に､国民に一定の負担を求める社会保

障や税の分野においては､情報化の進展を踏まえて､制度 ･運営の効率性や透明性を

高めることも､国民の信短を高める上できわめて重要である｡

しかしながら､現状においては､所得の把握や制度をまたがった事務を行う場合な

どにおいて､複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確

認 (いわゆる "名寄せ")を行うための基盤が存在しない｡このため､ともすれば誤

った情報が特定個人の情報として把握されてしまうおそれがあり､所得の把握等にお

いて､的確かつ効率的な制度運営を行う上での支障となっている｡

具体的には､所得の申告漏れを防止するために税務署に提出される法定調書 (取引

情報)のうち､名寄せが困難なものについては活用に限界がある､より正確な所得･

資産の把握に基づく柔軟できめ細やかな社会保障制度 ･税額控除制度の導入が難しい

(所得比例年金や給付付き税額控除など)､長期間にわたって個人を特定する必要が

ある制度の適正な運営が難しい (年金記録の管理など)､医療保険などにおいて関係

機関同士の連携が非効率 (旧保険証利用者を原因とした過誤調整事務等)､養子縁組

による氏名変更を濫用された場合に個人の特定が難しい､など様々な課題が生じてい

る｡

(2)制度導入の目的と期待される効果

｢社会保障 ･税に関わる番号制度｣(以下 ｢番号制度｣というO)は､こうした背景

を踏まえ､上記のような様々な課題を､情報通信技術を活用することで (完全に解決

できないまでも)少しでも緩和できないかという問題意識を発端としつつ､更には社

会保障 ･税等の分野を一体的にとらえ､制度の効率性 ･透明性 ･公平性を高めようと

いう観点から､それらのために必要な基盤として導入が検討されているものである｡

すなわち､番号制度の目的は､番号を用いて所得等の情報の把握とその社会保障や税

への活用を効率的に行うとともに､ IT化を通じ効率的かつ安全に情報連携を行える

1
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仕組み1を､国 ･地方で連携し協力しながら整備することにより､国民生活を支える社

会的基盤を構築することである｡

このような番号制度の活用により､所得情報の正確性を向上させることができ､そ

れをベンチマークとして､社会保障制度や税制において､国民一人一人の所得 ･自己

負担等の状況に応じたよりきめ細やかな制度設計が可能となり､これに伴うより適切

な所得の再分配を行うことができるようになる｡その結果､真に手を差し伸べるべき

人に対しての社会保障の充実や､負担 ･分担の公正性､各種行政事務の効率化が実現

できる｡

また､IT化された情報連携システムの範囲を更に拡大した場合には､自らの利用

する医療 ･介護等の社会保障サービスに関する情報の入手 ･活用が可能になるととも

に､様々な手続の簡素化やオンライン閲覧など行政の電子化にも繋がるものであるこ

とから､国民の利便性の更なる向上も実現できる｡ 2

従来､番号制度は､ともすれば高額所得者に対する税の捕捉といちた観点から議論

されることが多かったが､今回導入する番号制度は､主として給付のための番号とし

て制度設計することとされている｡そのため､低所得で資産も乏しい等､真に手を差

し伸べるべき人-の社会保障を充実させるなど､社会保障をよりきめ細やかに､かつ､

的確に行うことが重要であり､そのためにも負担 ･受益の公平性 .透明性を高めよう

とするものである｡つまり､番号制度は､まずは､公平性 ･透明性を担保し､もって

本当に困っている国民を支えていくための社会インフラであり､国民にとってそのよ

うなメリットが感じられるものとして設計されなければならない｡

この具体化に向けては､今後精微な議論 ･検討を行っていくこととしているが､今

般､その方向性についての中間的な報告を取りまとめ提示するものである｡

2.番号制度の導入に向けて

(1)個人情報保護の必要性

このような意義を有する番号制度であるが､扱い得る情報や情報の流通量が増えれ

ば､情報の漏洩 ･濫用の危険性も同時に高まることから､情報活用の在り方における

不正は防がねばならない｡もしこれを疎かにするならば､国民のプライバシーの侵害

や､なりすまLによる深刻な被害が発生する危険性がある｡

もし､様々な個人情報が､本人の意思による取捨選択と無関係に名寄せされ､結合

されると､本人の意図しないところで個人の全体像が勝手に形成されることになるた

め､個人の自由な自己決定に基づいて行動することが困難となり､ひいては表現の自

由といった権利の行使についても抑制的にならざるを得ず (萎縮効果)､民主主義の

危機をも招くおそれがあるとの意見があることも看過してはならなしt｡

そのため､番号制度の導入に当たっては､国民が自己情報をコントロールできる仕

T 情報連携のためのルールや情報システム等｡なお､このような仕組みについては､高度情報通信ネットワーク社会推進本部 (以下rIT
戦略本部｣)において導入が検討されている r国民 ID制度｣-(Ⅱ (1)の留意点※を参照)と共通するもの｡

2これら電子行政のメリットについては､国民ID純真 (Ⅱ (l)の留意点※を参照)にて詳細な検討がなされている｡

2
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組みとしつつ､情報漏えいなどをしっかりと防ぐ対策を講じるなど､個人情報の保護

を徹底することが肝要である｡番号制度は､こうした徹底を図る中で､最小の費用で

確実かつ効率的な仕組みとして整備する必要がある｡番号制度を導入するには､同時

にこのような仕組み3を整備することが不可欠且つ肝要であることを認識し､整備に向

けて真筆に取り組まなければならない｡

(2)諸外国と我が国での理念

このような番号制度は､諸外国の多くで導入されているものであり､その経緯や理

由は様々である (例えば､古くから教会が住民管理をしていた歴史的経緯などから幅

広い行政分野で単一の番号を利用しているスウェーデン､安全保障も視野に導入した

韓国､戸籍や住民登録制度が無かったために社会保障番号を導入したアメリカ､近年

納税者番号が導入されたものの他分野との情報連携に利用することには慎重なドイ

ツなど｡)｡

翻って､我が国では､未だ番号制度がない中で､なぜ番号を導入するのか｡それは､

｢より公平 ･公正な社会｣､｢社会保障がきめ細やか且つ的確に行われる社会｣､｢行政

に過誤や無駄の無い社会｣､更には ｢国民にとって利便性の高い社会｣､そのような社

会を目指すということにある｡換言すれば､番号制度の目的は､国民の権利を守るこ

と､すなわち社会保障給付を適切に受ける権利､更には種々の行政サービスの提供を

適切に受ける権利を守ることにある｡

(3)番号制度の限界と可能性

現在､社会保障や税を含む行政分野では､関係機関の間での連携をより強化するこ

とにより､制度及びその運営をより公平 ･公正で効率的なものに改善できる可能性が

ある｡それらには､例えば､以下の<表1>のようなものも含まれている｡

もちろん､番号制度を導入しただけで､これらが即座に実現出来るわけではなく､

社会保障制度や税制などの諸制度の改革を併せて検討していくことが必要である｡さ

らに､そのような制度改革と併せても､全てが完全に実現されるわけではない｡例え

ば､全ての取引や所得を把握し不正申告や不正受給をゼロにすることなどは非現実的

と考えられる｡しかし､これら全てが完全には実現できないにしても､番号制度の導

入と制度改革による一定の改善には大きな意義がある｡

さらに､番号制度は､各分野に共通する社会基盤として､制度改革の選択肢を広げ､

これまで構想できなかったような改革も､番号制度を前提とすれば実施できる可能性

もあることも忘れてはならない｡

3 個人情報保護の仕組みは､国民 ID制度 (Ⅱ (1)の留意点※を参照)と共通するものであり,同制度の検討においても仕組みの検討
がなされている｡

3
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<表1>
○公平感のある制度への見直し

☆より正確な所得把握に基づく柔軟な社会保障制度の設計 (所得比例年金等)

☆所得のみならず､資産についても正確に把握することによる.真に手を差し伸べるべき人

のみを対象とした給付や税額控除

☆給付等の様々な情報について､本人からの求めを待たず行政から積極的に通知

○公正な行政運営等

☆社会保障サービスの利用状況等を活用することにより､死亡届が出されなかった疑いのあ

るお年寄りの把握 (消えた高齢者問題への対応)

☆長期間にわたって個人を特定する必要がある制度のより適正な運営 (年金記録の管理等)

☆養子縁組による氏名変更を利用した保険金詐欺､貸金の詐取(ネームロンダリング)の防止

☆法定調書(税務署に提出される取引情報)の名寄せの効率化による所得の申告漏れの把握

☆二重 ･架空の扶養控除申請の防止

☆市区町村が行う扶養控除や申告･調書等の名寄せがより効率化し､各種福祉施策や税務の基

礎となる所得情報を正確に把握

☆保険請求上､一定期間に算定できる上限が設けられた診療について､複数の医療機関を受

診した場合の請求の厳格化

○効率的で､利用者にとって利便性の高い行政運営

☆医療保険者変更後の旧保険証利用者を原因とした過誤調整事務の減少

☆医療保険者変更時等における健康保険証の発行事務の減少

☆医療 ･介護 ･年金など行政サービスごとに発行される複数の被保険者証等の一体化

☆二重診療 ･重複受診が行われた場合の4薬の飲み合わせの可否の確認

☆医学向上のための医療統計データの効率的な収集5

☆既往歴 (予防接種など)を失念した場合や､事政等で意識を失った患者に緊急治療が必要

な際に､既往歴等の参照

☆様々な行政手続において､様々な紙の証明書類6が手続の添付書類として義務付けられてい

るが､そうしたものの簡素化

☆結婚 ･妊娠 ･出産 ･育児に関して多くの手続が存在するほか,引越しや退職等に伴う手続

では､手続に必要な届出ごとに複数の行政機関や民間企業を訪問することとなっているが

そうしたもののワンストップ化7

本年夏に実施 した ｢社会保障 t税に関わる番号制度に関する検討会中間とりまとめ｣

医療機関等の間で患者を効率的に同定する基盤が無いため､電子カルテの相互参照等がしにくく､地域医療連携の普及が妨げられて

いるOその結果､国民が一貫した質の高い医療を受けにくく､また重複した受診 ･検査 ･処方が行われやすい状況にある｡

例えば､がん登録患者に関する医療機関等からの情報の照合がしにくく､地域がん登録の精度が低い.このため.がん診療の水準の
向上が妨げられている｡

戸籍謄抄本､印鑑証明等｡

現在､引越しでは7機関以上を訪問､添付書類は13以上｡退職では6機関以上を訪問､添付書類は15以上.

4
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に対する意見募集においては､様々なご意見が寄せられたところであり､頂いたご意

見の趣旨･内容を踏まえながら以下の分析をしているが､今後も更に様々な意見に耳

を傾けながら､社会保障改革の全体像についての議論を踏まえ､番号制度の理念の実

現に必要且つ十分な制度とはどのようなものかという観点から､引き続き､制度のあ

り方を検討していく｡



(1)利用範囲

(igW)

ここでいう ｢弄り用範囲｣とは､番号制度を活用して情報を連携させる範囲をいうO

(番号の ｢一元化｣の範囲でないこ,とに留意｡(後述めⅡ.(3)管理方式を参照)8)

一般的に､番号の利用範囲が広いほど､多くの情報連携ができる結果､より広く

問題を解決できることから､国民が享受するメリット (利便性)も多くなる｡他方

や､多くの情報連携ができる分､行政や一部の民間機関によるプライバシー情報o?

濫用 t漏洩が起きる可能性やその場合の被害が高まるため､その分プライバシーの

保護の必要性も相対的に高まるほか､幅広い分野のシステム開発･改修等が必要なこ

とから導入コス トが高まるなど､デメリットも多くなるという関係性にあるo

このように､利用範囲の問題は､行政にどのような情報連携を認めてどのような

メリットを期待し､どのようなデメリットを甘受するかという問題であり､上述し

た垣念とも関わる最重要論点であることから､筆頭の論点に挙げている｡

※ なお､下記に具体的なメリット例を記載しているが､これらはあくまでも例示であ

り､諸制度の改革も併せて高い確率で実現しうる見込みの例に限定して記革している｡

しかし､番号制度より派生するメリットは必ずしもこれらに限られたものではなく､

将来的には､諸制度の改革と併せて､様々な問題を解決する可能性があることは上述

のとおりである｡

(選択度ノ

選択肢としては､以下が挙げられる｡

※諸外国の例を見ると､それぞれ利用範囲については様々であり､一律に区分･整理しきれ

るものでは卑いが､本整理案においては､わかりやすい選択肢を示すため､便宜上､下記

のように区分 ･整理することとした｡

①A案 (ドイツ型)｣税務分野画

【メリット例】

･より適正な税負担が確保されるなど､現在よりも公平な負担を実感できる｡

･給付付き税額控除9の検討を進める前提が整う｡

②B- 1案 (アメリカ型)･･塵 務分痴+社会保障分野 (現金給付のみ)-
【メリット例】A案のメリットに加え､

(現在よりも正確な所得情報に基づく適正な給付 ･負担の実現)

国民が利用する番号そのものは､必ずしも利用範囲において､＼分野を超えて統一された共通の番号でなければならないというもので

はない｡

r給付付き税額控除｣は税額控除を基本として､控除額が所得税鏡を上回る場合には､控除しきれない額を現金で絵付するといった

制度｡給付とほぼ同じ効果を有する税額控除を基本とすることから､手当と同様に､相対的に低所得者に有利な制度｡
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･社会保障の不正受給をより防止でき､現在よりも公平な負担と給付を実感で

きる｡

･所得比例年金 ･最低保障年金10の導入環境の整備に役立つ｡

(社会保障分野におけるワンス トップサービスなどの実現)

･保険者同士で給付に必要な情報をやりとりすることで､国民が行う手続を簡

素化できる｡例えば､国民が高額医療 ･高醸介護合算制度を利用する際に､

添付書類を省略でき､被用者用保険であっても医療保険者 ･介護保険者それ

ぞれに対する申請が1箇所で済むようになる｡

･医療保険の資格喪失 t取得の手続について､国民が保険者を異動する際に資

格喪失を証する書面を提出する手間が省ける｡

･給付の申請から受給までの期間が短縮されて､より迅速に給付を受けられる｡

③B-2案 (アメリカ型) (現金給付+現物サービス)

【メリット例】B- 1案のメリットに加え､

(保険証機能の一枚化)

･年金手帳.医療保険証 ･介護保険証等を1枚化し､国民はそれを持つだけで､

便利に各種サービスを受けられるようにする｡

(地域医療連携の進展に伴う治療水準の向上 (希望者))

･患者が希望すれば､医療機関が電子カルテを相互に参照することで､アレル

ギー .既往歴 ･投薬歴等を確認でき､これにより､国民は､複数の医療機関

で適切かつ質の高い治療を受けやすくなる｡また､重複した受診 ･検査 ･処

方を減らすことができる｡

(自己の健診情報等の情報の閲覧 (希望者))

Lセキュリティd)十分な配慮のもと､国民は､本人の希望に.基づき､オンライ

ンで､自らの健診情報や医療費 ･介護費情報等をワンス トップで閲覧できる

ようになる｡

(医療 .医学研究等の進歩に寄与)

･医学研究に使用する統計 ･データの範囲が拡大し､正確性が向上する｡例え

ば､がんの羅恵や転帰の状況､治療効果等の登録 ･把握 (地域がん登録)の

精度が向上し､がん治療の水準向上に活用できる｡これにより､国民はより

質の高いがん治療を受けられるようになる｡

④C案 (スウェーデン型)

【メリット例】B-2案に加え､

(行政手続のワンス トップ化)

･結婚 L妊娠 ･出産 ･引越 ･退職等のライフイベントに伴う申請手続を1カ所 ･

1回で完結できる｡

10 全ての人が r所得が同じなら､同じ保険料｣を負担し､納めた保険料を基に受命額を計算する r所得比例年金｣を創設する｡消
費税を財源とする ｢最低保障年金Jを創設し､全ての人が7万円以上の年金を受け取れるようにする｡r所得比例年金｣を一定額
以上受給できる人には､r最低保障年金｣を減鏡するb(民主党マニフェス ト2009)
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(保険証等の証明書と各種資格証明書との一枚化)

･国民は 1枚のカー ドを持つだけで､便利に様々なサービスを受けられると共

に､身分証明も行えるようになる｡

(行政からの通知のオンライン化 (希望考))
･行政からの通知がオンライン化されることにより､自宅にいなくとも通知を

確認できる｡

※ 各選択肢に共連のメリットとして,行政の効率化に伴う諸効果もある｡すなわち､行

政機関等において､本人の同定に要する手間や時間が減るため､一機関内部や国･地方

などの関係機関間での連携がスムーズになる｡その結果､社会保障給付間の併給調整事

務や医療保険資格確認など､様々な事務が現在よりも効率的に行えるようになり､確

実 .迅速な処理が可能となる｡その結果､例えば､以下のような効果が期待されるo

O本人確認ミスに伴う事務処理誤り等が防止される

○窓口事務が効率化し､より丁寧な対応が可能になる､又はこれまで対応できてい

なかった事務にも手が回るようになる

○扱う書類等が減る結果､文書管理事務 ･費用が削減されるほか､紙の使用量が減

って環境に資する

Oより少ない手間で国民 (住民)の経済状況等を適切に把握し､適正な給付につな

げることができる

なお､利用範囲が広がれば広がるほど､効率化も進み､効果が大きくなることに留意さ

れたい｡

(′考慮 すべき要素)

ク ･コス ト｣のバランスである｡

メリット (利便性)については上述のとおりであるが､情報管理に関わる事項と

しては､以下とおり､各案において活用される情報が重要である｡

~-~~~-J~''~~''~l~~~~~-JP~~'l~~~~-~~J~'-～-1--J~~~~-~~~~~~~~~'l-I-I-~~~~~-~r-~~~-~~J-1~~~-ll
量A案 ･,･主に所得等の情報を活用 ;

昌 二三芸 :二二…:==:芸書芸霊芝W'誓言品志望冨冨件)の情報も朋 ≡
:C案 .日 更に､行政サービスに必要な多様な情報も活用 ;-__I-___-I--I--------I-I-------------_-I-------_-Ill----__一三I1----__I----_____I_i__J

すなわち､A案からC案と利用範囲を拡げていくに連れ､扱う情報が増え､その

分プライバシーの保護の必要性も相対的に高まるものである｡従って､メリットの

みならず､この点も十分に勘案の上で､利用範囲を検討しなければならない｡
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なお､コス トについては後述く7)を参照されたい｡

(5,aFfべき点)

利用範囲については､制度導入後において､国民の意見を伺った上で､段階的に

広げていくことも考えられる｡

ただし､そのような段階的な範囲拡大を行うことによって､最初からより広い範

囲で導入した場合よりも､最終的により多くのコス トがかかってしまうことがあり

得る点も留意七ておくべきである｡

なお､いずれの選択肢を選択する場合であっても､別途､高度通信情報ネットワ

ーク社会推進東部 (以下 ､rIT戦略本部｣という｡)において議論 ･検討されている

｢国民 ID制度｣｢との関係を整理し､十分に連携を図っていく必要がある｡ ll

※ ｢国民ID制度｣とは､個人情報保護を確保し府省･地方自治体間のデータ連携を可

能とする電子行政の共通基盤として､IT戦略本部において導入が検討されているもの

である｡その他行政分野等との情報連携については主にこの国民ID制度において検討

がなされることになる｡また､情報連携のための仕組みや個人情報保護の仕組み等は､

番号制度と国民ID制度と共通する事項であるため､両制度の十分な連携を図り､二重

投資を回避する必要がある｡

(2)｢番号｣に何を使うか

(L7-=-#屠ノ
｢番号｣とは､所得情報の把握とそれを社会保障等に活用するための番号であり､

国民が行政機関等の窓口で提示する番号をさす｡

この番号が備えるべき要件は､最低限､①全員12に悉皆的13に付番されていること14､

②全員が唯一無二の番号を持っていること15､③ r民一民一宮｣の関係で利用可能な

こと丁6､④目で見て確認できる番号であること17､⑤最新の住所情報が関連付けられ

ていること18の5つと考えられる｡

※ なお､行政機関等の問で情報連携を行うために利用される､様々な番号を連携する機

能を有する ｢情報連携 ID｣ 19は､ここでいう r番号Jと同一である必要はない｡

11 先粒とりまとめられた r新たな情報通侶技術戦略｣(平成22年5月11日IT戦略本部決定)においても､国民ID制度については､

｢社会保障 .税の共通番号の検討と整合性を国L)つつ､･I･導入する｣とされているところである｡
12 負担 .給付の対象となる外国人や法人も付番が必要である｡･
13 'L-つ技らず全部"という意味｡

14 負担 ･給付の対象者全員に番号がないと､公平な負担や適切な給付がなしえないため

15 情報の名寄せ ,乗合を効率的 ･正確に行うため

16 例えば､A社からB個人に報酬が支払われた場合を想定すると､B個人が得た報酬を国･地方が把握するには､B個人の番号が記載さ
れた支払調書が､A､社から国 .地方に提出される必要がある｡そのため､B個人は､自身の番号をA社に対して示さなければならな
い｡この意味で､番号はB個人(氏)-A社(氏)一国･地方(管)と利用されるものである｡

17 上記脚注で記載のとおり､B個人から示された番号を､A社が確認する必要があるため｡

18 同姓同名同生年月E)の人同士を区別するために必要であるほか､地方における社会保障給付や課税などを､どの地方公共団体が行う
べきか定めるために必須｡

19 r情報連携 ID｣r=ついては､全員に唯一無='の番号が付番されていることが必要であるが､T民-民一官｣で利用できることやEl
で見て確認できることは不要｡別途 rT戦略本部における国民 ID射J度の検討において r国民tDコー ド｣として検討されている｡
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(適期 i)

選択肢としては､①基礎年金番号､②住民票コー ド､③新たな番号が挙げられる｡ 20

(gGすべき5,i)

考慮すべき要素は､全員に悉皆的に付香されていること等の要件の充足性､プライ

バシー保護の観点､要件を備えるための整備コス ト等である｡

上記要件との関係では､①は､国民全員に付番されておらず21､重複も存在し､ま

た､プライバシー保護の観点から､年金情報が直接ヒモづいた番号を商取引相手な

どに見せるのは望ましくないという点が挙げられる｡

②については､唯一全員に悉皆的に付番されている既存の番号であるが､①と同

じく､プライバシー保護の観点から､住所 ･氏名 ･生年月日･性別の四情報が直接

ヒモづいた番号の使用を懸念する見方がある｡

③については､付番の仕方によっては付番のコストが懸念されるが､住民票コー

ドと一対一対応した新たな付番をする (住基ネットを活用｡下記 (留意すべき点)

参照)ならば､コストは抑えられる｡

(LPL",iEすべき,EE)

なお､上記選択肢のいずれの r番号｣を使うにしても､対象者全員が唯一無二の

番号を持つためには､氏名 ･住所等を随時把握しておく埠要があるo

この点､対象者の氏名 ･住所等を随時把握する方法としては､以下 (イ)(ロ)の

方法が考えられる｡

(イ)出生･死亡の際や氏名･住所等を変更する際に､市区町村への届出とは別途､

付番機関にも届け出ることを国民に義務付ける方法

(ロ)既存の情報システム (住基ネット)から､氏名 .住所等の異動情報の提供

しかし､(イ)については､住民側 ･行政側双方に負担が生じるとともに､届出漏

れ等によって､正確な異動情報の把握が困難となる可能性が高い｡

このJ=め､対象者の氏名 ,住所等の把握のためには､活用する範囲を明確にし､

個人情報の保護を徹底した上で､既存の情報システム (住基ネット)を活用するこ

とが､費用を最小とし､確実かつ効率的な仕組みとする観点からも､適当であると

の考えがある｡(逆に､住基ネットを活用しない場合には､別途住基ネットと同類の

制度 ･システムを構築する必要性が生じ､更に相当程度のコス トを要する可能性が

ある｡)

20 この選択肢は個人の番号についての候補であり､法人に係る番号については別途検討を要する｡

21 20歳未満の年金未加入者等には付番されていない｡
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(3)管理方式

(芽JgW)

ここでいう ｢管理｣については､大きく ｢"番号"の管理｣と､｢̀̀データベース''

の管理｣とに分けられる｡

前者は､｢分野を超えた情報を統一の番号でもって管理をするか､分野ごとに異な

る番号をもって管理するかJという問題でありー後者は､｢分野を超えたデータを一

カ所で集中して管理するか､分野ごとに別々の機関 ･データベースで管理するか｣

という問題である｡

僧形 ソ

どちらの問題にしても､選択肢としては､①-元管理方式､②分散管理方式が挙げ
られる｡

(55ダ~べきjF,i)

考慮すべき要素は､a)導入コス ト､b)運用保全コス ト (効率性)､C)システムエラ

ー ･過誤が生じる確率､d)プライバシー侵害のリスク等が考えられる｡

なお､一般的に､各要素についての差異は以下のとおりである｡

一元管撃方武 一 分散管理方式

香■巧■の管 a)導入コス ト 既存番号を新番号へ置換える 既存番号を利用するため.新香

ための費用がかかる 号への置換え費用が不要であるが､既存番号のヒモづけのための仕組みに費用がかかる

b)運用保全コス ト 番号の付番.管理の運用が一元 既存番号を利用するため､各機

哩 化されるため効率的 関において番号付番.管理が必要

a)導入コス ト 新たな巨大データベースサー ･情報連携のための仕組みとし

バTの構築とデータ移行の費 て､情報連携基盤め導入費用が

丁蓋 享ス 用がかかる . 必要になる

b)運用保全コス ト 情報連携が容易であり､情報管 各機関でのデータベースの運

理が-箇所申ため運用保全コ 用保全コス トに加え､情報連携

ス トに優れている 基盤の運用保全コネJトが必要になる

香⊂コチ G)シス テ ム 工 ラ 一概に､管理方式によってリスク発生の確率が変わるものではな
- .過誤のリスケ い○

d)プライバシ一便 一般的に､分散管理方式よりプ ■各機関間の情報連携が複雑に

蓋 喜べ 害のリスク. ライバシー保護は劣る (強固な なる分､濫用を防ぎやすいほシステム .セキュリティが求め か､.万が一の情報漏洩などの場



(a,57べきR)
｢"データベース''の管理｣について､一元管理方式をとる場合､その ｢データベー

ス｣を誰の責任と権限の下で運用するかについて検討を行うことが必要であり､他

方､分散管理方式をとる琴合には､各機関が保有するデータベースをどのように紐

付けるか (連携させるか)について検討する必要があるB

また､諸外国の例では､多くの国が ｢番号については一元化､データベースにつ

いては分散化｣を図っている｡なお､オース トリアの電子政府においては､､番号に

ついても分散管理方式が採再されているものの､あくまでも電子政府の世界の話で

あり､電子ではなく紙媒体の世界で利用される納税者番号としては社会保障番号が

利用されており､その意味では一元管理方式が採用されていることに留意すべきで

ある｡

ただし､諸外国の例は各国での経緯 ･事情に基くものに過ぎず､それらを参考に

しつつも､新たに番号制度を導入する我が国においてはどのような管理方式が適切

かを慎重に検討する必要がある｡

(4)付番機関

(LZ-静狩)

利用する番号と関係して､その番号を付番 ･管理する機関 (｢付着機関｣)を､ど

の省庁の所管とすべきかについても､実務的には重要な論点となる｡

r適期 む

選択肢としては､①歳入庁22､②内閣府､③総務省､④国税庁､⑤厚生労働省､等が

挙げられる｡

(gGすべき点ノ

所管を決めるに当たっては､a)歳入庁構想との関係整理､b)番号を何にするか､C)

利用範囲､等に照らして検討されるべきである｡

(a,5す̀べきR)

昨年12月に閣議決定した ｢平成22年税制改正大綱｣においては､｢付番 ･管理主

体｣としては､｢歳入庁が適当である｣とされたところであるが､歳入庁を創設する

にしても一定の期間が必要であることなどの観点から､まずは既存の省庁の下にお

くべきとの考え方も十分にありえるため､他の選択肢も十分に検討した上で最終的

に決定することが必要である｡

※ 付番機関は､番号を付番･管理する機能以外に､情報連携機能を担うかという問題も

ある｡番号制度は情報連携を図るための制度である以上､いずれにせよ､情報連携機能

22 日本年金梯横を廃止し､その機能を国税庁r=統合､歳入庁を設置する方向で検討を進めます｡(平成22年度税制改正大綱)
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を担う機関が必要であり､情報の管理方式も勘案しながら､情報連携機関のあり方につ

いても検討する必要がある｡

(5)個人情報保護の徹底

個人情報保護の必要性については､冒頭で述べたとおりであるが､具体的な方策

は様々あり得､特に重要と思われる方策について､以下述べる｡

(aE好静へのアクセス鹿野の慮露ノ

番号制度を通じて国家が保有する情報は､すべて国民のために使われるべきであ

るという考えの下､｢国家による国民の監視 ･監督｣に対する懸念を払拭するため

には､国民自らが､いつ､誰が､何の目的で自己の情報にアクセスをしたのかチェ

ックできる環境を整備しておく必要がある｡̀

.具体的には､ICカー ド等による本人確認の上､個人が所有するパソコン端末や

携帯電帯等においてチェックできるようにすることも考えられる｡

ただし､国民自らが､行政が保有する自己の情報にアクセスできるようにするこ

とにより生じる.パソコン等の盗難やウイルス感染などによる情報漏洩リスクや､

自己情報コントロール権に関して既存の個人情報保護法制との関係に留意する必

要がある｡

(g三者紛 LZ-=G5)

国家によるプライバシー情報の濫用から国民を守るためには､上記のような国民

によるアクセス記録確認､では足りず､それを補完するものとして､行政権力から一

定程度独立した第三者的な立場によって常に監視する機関を置くことが必要であ

る｡

設置にあたっては､監視機能を実効あらしめるべく､どのように独立性を担保し

どのような権限を持つべきかという観点から､責任主体､設置形態 (単独省庁にす

るか三条委員会23にするか等)､人事 (人員構成)､調査権限､規模などの論点につ

いて､諸外国の事例も踏まえながら､十分に検討する必要があるa

(ri勤gJrLJEJデiLJ虜止)

｢偽造｣｢なりすまし｣を防止するためには､個人情報を保有する機関においてセ

キュリティ強化を図る必要があることはもちろん､さらに､確実な本人確認が行わ

れる仕組みが必要である､｡

具体的には､既存の安定した仕組みとして住基カー ドのような ICタグを組み込

んだICカー ドを活用することが考えられる｡ICカー ドの配布により､紙媒体で

配布されている各種証明書類の頻繁な発行･送付を不要とし､コスト削減につなが

23 三条委員会とは､国家行政組織津第3条等に基づいて設置される行政委員会であり､公正中立性や専門性が必要な同志を扱うもの

として内閣からある程度独立した地位が与えられる｡例として国家公安委員会や公正取引委鼻会等がある｡
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る可能性もある｡一方､ICカードを国民全員に1枚ずつ配布するとすれば､相当

程度の初期費用を要する可能性もあることから､費用対効果に留意して検討を行う

ことが必要であるO配布を行う場合でも､子どもや高齢者も含めた国民全員を対象

とするかといった点や､既存の公的 ICカー ドの活用について､検討が必要であるo

こうした検討に当たっては､ICカー ドを活用した実証実験をはじめ､社会保障

分野における情報連携 ･個人情報保護に関する様々な取組や､本人確認 ･認証のあ

り方の議論も踏まえて検討を行うことが必要である｡

(5彪外材層の虜止)

番号制度による情報活用において､個人情報が勝手に目的外に利用されてはなら

ないことは当然であり､目的外利用に対しては､厳密な禁止･罰則などの規制を強

化することが必要である｡

具体的には､利用目的を明示し､匿名化24を行うことや､目的達成のために不必

要な個人情報は収集しないようにするなど､具体的な法原則を明示することを改め

て徹底するとともに､関係法令における罰則を強化することなどが考えられる｡

一方で､番号自体やICカー ドの利用制限のあり方については､過度な利用制限

がもたらす弊害を考慮した上で､検討していくことが必要である｡

(プライ/rシーに対すi;卿 の見好筈ノ

番号制度は､多くの個人情報を取り扱うことになるのであるから､そのシステム

構築にあたっては､問題点を回避あるいは緩和するための変更を促すべく､プライ

バシーに対する影響評価の実施とその結果の公表を義務付けることが考えられる｡

このような仕組みについても､諸外国での例を参考に､検討を進める｡

(6)地方公共団体等との連携

介護･福祉をはじめとする国民生活に密接に関連する行政は､その多くが地方公

共団体において実施されている｡また､地方税の課税のため市区町村が扶養情報な

どを名寄せした所得情報が各種福祉施策の基盤ともなっている｡このため､番号制

度の清用による社会保障の充実や負担,分担0)公正性､各種行政事務の効率化の実

現には､国と地方公共団体が密接に連携を図ることが必要不可欠である｡また､日

本年金機構や医療保険者などの公的機関も深く関わっている｡

従って､番号制度の導入にあたっては､国と地方公共団体･関係機関が相互に調

整し､地方公共団体等の実情も踏まえながら､そのあり方について議論暮検討を進

め1Tいくことが必要であるo

24 利用目的に不必要な場合は､個人名等は削除した上で情報を扱うなど｡
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(7)制度導入に係る費用 ･期間

｢番号｣を導入するための費用 ･期間については､一般的に､情報の活用範囲を

広くするほど大きく･長くなると考えられる (範囲が広がれば､その分関係者が増

え､強力な個人情報保護対策が必要になるといった理由等から)｡

また､あわせて､個人情報保護の仕組みのあり方やクラウドの利用等で相応の増

減があり得ること､費用を誰がどのように負担するかについて別途検討する必要が

あること等について､留意する必要がある｡ 25

費用については､一定の前提を置いた粗い試算26を､6月にとりまとめた r社会

保障.税に関わる番号制度に関する検討会 中間とりまとめ｣に示したところであ

るが､制度設計の仕方によって､実際のシステム改修の程度やその費用が異なって

くることに留意する必要がある｡

期間については､最も利用範囲が狭いA案でも､システム改修､番号配付､周知 ･

広報等に要する期間を考慮に入れると､システム稼動までに少なくとも3-4年程

度はかかる見込みであり､費用と同様､制度設計の仕方によって異なってくること

に留意する必要がある｡

L

25 情報連携の仕組みや個人情報保護の仕組みなど国民ID制度と共通する事項については連携して効率的に進め､二重投資を回避する

必要があることはⅡ (1)の留意点※に記載のとおりである｡

26 海外事例や個別分野における過去のシステム改修費用等を参考とし､それと同程度の開発.改修が必要となる等という便定.=基づい
て試算したものも含まれている.また､運用経費 (ランニングコスト)が別途必要となることに留意する必要がある｡
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C[

皿. 今 後 の 検 討 方

(1)目指す方向性

以上の分析を踏まえると､この時点では方向性を示すに至っていない論点もある

が､下記の論点については､以下の方向性を軸に検討を進めていくものとする｡

<利用範囲>

総論で示したよう̀な理念､すなわち rより公平 ･公正な社会｣｢社会保障がき

め細やかで的確に行われる社会｣､｢行政に過誤や無駄の無い社会｣､更I_=は r国

民にとって利便性の高い社会｣､そのような社会を目指すことに鑑みるならば､

A案では不足であり､少なくともB案まで拡げる必要がある｡更に言えば､目指

すべきはC案であるが､まずは､必要最小限の範囲で始め､その検証もしつつ､

国民の皆様の意見を伺った上で､幅広い範囲への拡大をすべきと考えられる｡

従って､C案を視野に入れつつも､まずはB案から始めるという方向で検討を

進める｡

<｢番号Jに何を使うか>

プライバシーの問題を回避しつつ､確実かつ効率的な仕組みを最小のコストで

実現するという観点から､既存の情報システムである住基ネットを活用した (住

民票コー ドと一対一対応した)新たな番号を使うことで検討を進める｡

<管理方式>

"データベース"Jの管理方式については､既存のデータベースを活用できるた

めに導入コス トを抑えられること二プライバシー保護に優れていること､コスト

抑制やプライバシー保護の要請を譲歩させるほどに効率性やシステムエラーの

問題が大きいとは想定されないこと､などの理由から､分散管理方式とすること

を前提に検討を進める｡

"番号"の管理方式については､分散管理方式では､①すべての分野でバラバ

ラの番号となり､数が多すぎて不便 ･混乱を招く上､②社会保障と税の一体性が

不明確となりがちなこと､一元管理方式では､③既存の番号をできる限り有効に

活用して達人コス トを抑えることが難しいことや､④プライバシー保護の要請が

強い分野の番号を他分野と一元化するのは望ましくないこと､などに鑑みて､二

元管理又は分散管理とすべき具体的分野について今後検討を進める｡

<付番機関>

社会保障制度や税制の改革の方向性に照らして ｢歳入庁の創設｣の検討を進め

るとともに､ノ｢まずはどの既存省庁の下に設置すべきか｣について､他の論点の

方向性に鑑みつつ､検討を進める｡

16

-6I=



<個人情報保護の徹底>

個人情報保護の徹底に必須かつ最も重要と考えられる『自己情報へのアクセス

記録の確認』及び 『第三者機関の設置』､並びに､法の定めで確実に可能な 『利

用目的を明示し､極力匿名化を行うことや､目的達成のために不必要な咽_人情壁

は収集しないようにするなど､具体的な法原則を明示』一及び 『関係法令における

罰則の強化且を最低でも導入する方向で検討を進める｡

なお､その他の方策についても､実務的検討を進め､前向きに導入を検討する｡

(2)スケジュール

上記 (1)で示すに至らなかった他の論点を含め､今後も更に多くのご意見に耳

を傾けながら､社会保障改革の全体像r与ついての議論を踏まえて検討を進め､盈匿
としての方針を示す社会保障 ･税番号大綱 (仮称)を､来年の夏頃を目処に示し､

秋以降なるべく早期の法案提出を目指すものとする｡

以 上



＼

厚生労働省社会保障検討本部について

平成22年12月27日

厚 生 労 働 省

1.日的

｢社会保障改革の推進について｣(平成22年12月14日閣議決定)を踏まえ､厚生労働

省において､社会保障の安定弓削ヒのための具体的な制度改革案等について検討するため､

｢厚生労働省社会保障検討本部｣(以下 ｢本部｣という｡)を設置する｡

2.本部の構成

(1)本部は政務三役会議の下に設置し､本部長は厚生労働大臣とする｡

(2)本部長代理は副大臣､政務官とし､以下の分野を担当するものとする｡

･藤 村 副 大 臣 :医療 ･介護､年金､税と社会保障に関わる番号制度

･小宮山副大臣 :子ども･子育て支援､就労促進

･岡 本 政 務 官 :医療 ･介護､貧困 ･格差

･小林 政 務 官 :就労促進

(3)副本部長は事務次官､厚生労働審議官とする｡

(4)その他の本部の構成員は別紙 1の職にあるものとする｡

(5)本部は必要に応じて関係部局の職員の参加を求めることができる｡

(6)本部の庶務は関係部局の協力を得て政策統括官付社会保障担当参事官室において行

う｡

3.事務局の設置

(1)本部に事務局を置き､事務局長は政策統括官 (社会保障担当)とするC

(2)事務局に ｢医療 ･介護チーム｣､｢年金チーム｣､｢就労促進チーム｣､｢貧困 ･格差チ

ーム｣､｢子ども .子育て支援チームJ､｢番号チームJを置くQ

(3)｢医療 ･介護チーム｣の下に ｢医療イノベーションサブチーム｣を､｢貧困 ･格差チ

ーム｣の下に ｢低所得者対策総合検討サブチーム｣を置く｡

(4)事務局の構成員は別紙2の職にあるものとする｡

(5)事務局に実務作業を担う作業チームを設置し､作業チームの構成員は関係部局の職

員をもって充てる｡

(6)事務局は必要に応じて関係部局の職員の参加を求めることができる｡

4.その他

前各号に定めるもののほか､本部の運営に関する事項その他必要な事項については､本

部が定める｡
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匝重臣]
厚生労働省社会保障検討本部 構成員

本 部 長 : 細川厚生労働大臣

本部長代理 : 藤村厚生労働副大臣

小宮山厚生労働副大臣

岡本厚生労働大臣政務官

小林厚生労働大臣政務官

副 本 部 長 : 厚生労働事務次官

厚生労働審議官

構 成 員 : 医政局長

健康局長

医薬食品局長

労働基準局長

職業安定局長

職業能力開発局長

雇用均等 ･児童家庭局長

社会 ･援護局長

老健局長

保険局長

年金局長

政策統括官 (社会保障担当)

政策統括官 (労働担当)
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別嘩2!

厚生労働省社会保障検討本部 事務局

事 務 局 長 : 政策統括官 (社会保障担当)

(事務局庶務 :政策統括官付社会保障担当参事官室)

恒療~･介護チーム1 (庶務 =保険局総務琴)

主 査 :保険局長

副 主 査 :大臣官房審議官 (医療保険､医政､医療 ･介護連携担当)

チームメンバー:医政局総琴課長

医政局指導課長

健康局総務課長

社会 ･援護局保護課長

老健局総務課長

老健局老人保健課長

保険局総務課長

保険局医療課長

医療イノベーションサブチーム (庶務 :大臣官房厚生科学課)

主 査 :技術総括審議官

副 主 査 :大臣官房審議官 (医薬担当)

チ-ムメンバー:大臣官房厚生科学課長

医政局経済課長

医政局研究開発振興課長

健康局総務課がん対策推進室長

医薬食品局審査管理課長

保険局医療課長

l年金チームr (庶務 ‥年金局総務課)

主 査 :年金局長

副､ 主 査 :年金管理審議官

大臣官房寄書義官 (年金担当)

チームメンバー:職業安定局高齢 ･障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長

社会 ･援護局保護課長

年金局総務課長

年金局年金課長

年金局数理課長

年金局事業企画課長

年金局事業管理課長
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匪労促進チームL (庶務 :政策統括官付労働政策担当参事官室)

主 査 :政策統括官 (労働担当)

副 主 査 :参事官 (労働政策担当参事官室長併任)

チームメンIi-:労働基準局労働条件政策課長

職業安定局雇用政策課長

職業安定局派遣 ･有期労働対策部企画課長

職業安定局高齢 ･障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長

職業能力開発局能力開発課長

雇用均等 ･児童家庭局雇用均等政策課長

参事官 (社会保障担当参事官室長併任)

I貧困 ･格差チームl (庶務 =社会 ･援護局総務課)

主 査 :社会 ･援護局長

副 主 査 :職業安定局派遣 ･有期労働対策部長

チームメンバー:職業安定局時務課長

職業安定局派遣 .有期労働対策部企画課長

職業安定局首席職業指導官

社会 ･援護局総務課長

社会 ･援護局保護課長

社会 ･援護局地域福祉課長

参事官 (社会保障担当参事官室長併任)

参事官 (労働政策担当参事官室長併任)

匿所得者対策 (自己負担等軽減)総合検討サブチー刃

(庶務 :政策統括官付社会保障担当参事官室)

主 査 :参事官 (社会保障担当参事官室長併任)

副 主 査 :社会 ･援護局保護課長

チームメンバー:社会 ･援護局保護課課長補佐

社会･援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行･障害児支援室長

老健局介護保険計画課課長補佐

保険局保険課課長補佐

保険局国民健康保険課課長補佐

保険局高齢者医療課課長補佐

政策企画官 (社会保障担当参事官主併任)

政策統括官付社会保障担当参事官室情報基盤連携推進室長

政策統括官付社会保障担当参事官室室長補佐
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子ども.子育て支援チーム

｢少子化対策統括本部｣(参考1)において検討を行うO

庫号チームl

｢社会保障 .税に関わる番号制度に関する省内検討チーム｣(参考2)において検討を行

う｡

J
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少子化対策統括本部設置要綱

[
平成22年7月30日

大臣伺い定め

1 日的

少子化は我が国の直面する最大の課題であることを踏まえ､次の(1)及び

(2)を推進するため､厚生労働省内に ｢少子化対策統括本部｣(以下 ｢本部｣

という｡)を設置する｡

(1)社会保障関連施策･労働関連施策を総動員し､厚生労働行政における少子

化対策を一元的かつ制度横断的に検討 ･推進すること

(2)厚生労働行政のあちゆる施策を少子化対策の推進という観点から捉え直

して展開すること

2 本部の構成

(1)省内に､厚生労働大臣が指名する厚生労働大臣政務官を長とする本部を設

置する｡

(2)本部に､本部長代理及び副本部長を置く｡

(3)本部長代理は､厚生労働事務次官及び厚生労働審議官とし､副本部長は､

雇用均等 ･児童家庭局長とする｡

(4)本部に本部員を置き､本部員は別紙 1に掲げる職にある者とする｡ただし､

本部長が必要があると認めるときは､本部員を追加することができる｡

3 本部の運営

(1)本部長は､上記 1(1)の目的のため､コア会議を開催する｡

(2)コア会議のメンバーは､本部長､本部長代理､副本部長及び政策統括育(社

会保障担当)とする｡

(3)本部長は､上記 1(2)の目的のため､拡大会議を開催する｡

(4)拡大会議のメン/'ト は､コア会議のメンバーに加え､全本部員とする｡

(5)本部長は､必要に応じ､コア会議及び拡大会議にその構成員以外の者の参

加を求めることができる｡
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4 事務局

(1)本部に事務局を置く｡

(2)事務局に事務局長､事務局長代理､検討チーム及び少子化対策推進室を置

く｡

(3)事務局長は政策統括官 (社会保障担当)とし､事務局長代理は大臣官房審

議官 (少子化対策担当)とする｡

(4)検討チームの構成員は､本部長が指名した者とする｡

(5)少子化対策推進室は､本部長直属とし､特に上記 1(1)の検討を行う｡r

(6)少子化対策推進室の構成員は､本部長が指名した者とする｡

(7)事務局の庶務は､関係部局の協力を得て､厚生労働省大臣官房総務課にお

いて処理する｡

5 附則

この要綱は､平成22年 7月30日から施行する｡
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別紙

大臣官房長

総括審議官

職業安定局長 ノ

保険局長

年金管理審議官

政策統括官 (社会保障担当)

政策統括官 (労働担当)
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匪車21'

社会保障 ･耕に関わる寺号制度に脚する省内検討チ-A

主 査 : 参事官 (社会保障担当参事官室長併任)

副 主 査 : 政策統括官付社会保障担当参事官室情報基盤連携推進室長

チームメンバー: 大臣官房統計情報部企画課情報企画室長

大臣官房統計情報部企画課情報化推進官

医政局政策医療課課長補佐

健康局総務課課長補佐

医薬食品局医薬品副作用被害対策室室長補佐

労働基準局労働保険徴収課課長補佐

職業安定局雇用保険課課長補佐

職業能力開発局能力開発課課長補佐

雇用均等 ･児童家庭局総務課課長補佐

社会 .援護局保護課課長補佐

社会 ･援護局援護企画課課長補佐

社会 ･援護局障害保健福祉部障害福祉課課長補佐

老健局介護保険計画課課長補佐

保険局総務課課長補佐

年金局年金課課長補佐

年金局事業企画課課長補佐

政東企画官 (社会保障担当参事官室併任)

政策統括官付労働政策担当参事官室室長補佐

ー70-



検討事項 (医療 ･介護チーム)

J2j下の事項について､6月の社会保障改革案の全体像とりま
とめに向け､具体化に向けた検討を行うこと｡検討の過程では､
事務局と連携を図り､随時本部にも報告すること｡

○ 診療報酬･介護報酬同時改定の基本となる方針を策定する｡

○ 上記の基本となる方針の策定に当たって､/それと整合的な
医療及び介護の提供体制の見直し等の改革案を作成する｡そ
の際､以下の課題について､改革の内容､手法等を具体化す
る｡
<政策課題>

･ 医療 ･介護施設の機能分化の推進及び地域における連携
体制の構築

･･･病院 ･病床機能､介護施設機能､医療 ･介護計画,
療養病床の再編の検討を含む｡

･ 急性期医療の強化､重点化及び急性期から慢性期への円
滑な移行

･ 在宅医療 ･介護の華実､プライマリケアの明確化
･I･地域包括ケアの具体像の提示を含む｡

･ 在宅を支える高齢者向け住宅保障
･ マンパワーの充実確保 等

○ 予防医療､､介護予防の具体化
･ 介護予防に関するエビデンスやノウハウの集積､普及 等

○ 医療 ･介準の効率化方策の具体化
IT化の推進 等

○ 上記改革を踏まえた､医療 ･介護の費用推計 一

･ 社会保障国民会議試算を推計の基礎とし､改革内容に応
じた修正を適切に行う｡

･ 必要な給付費から算定されるニーズと実態のギャップに

基づき､必要な基盤整備などの投資的経費の試算を行う｡
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<サブチームでの検討事項>

○ 新成長戦略に基づく医療イノベーションの具体イヒ
･ 日本発の医薬品 ･医療機器､医療技術の研究開発推進

･ 内閣官房における検討と連携して取り組む｡

※ 上記検討に当たっては､医療 ･介護分野における雇用拡大
等､経済成長とのよい循環を生んでいく観点を踏まえた内容
とすること｡
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検討事項 (年金チーム)

以下の事項について､6月の社会保障改革案の全体像とりま

とめに向け､具体化に向けた検討を行うこと｡検討の過程では､

事務局と連携を図り､随時本部にも報告すること｡

○ 平成 25年に新たな年金制度創設のための法案を提出する

ことに向けて､｢7つの基本原則｣に沿った超党派による議論､

を行うための論点の整理

○ 新制度に直ちに全面的に切り替わるわけではなく､現在の

受給者を中心に現行制度も当面継続することを踏まえた､現

行制度の課題についての検討

･ 安定財源を確保した上での基礎年金国庫負担2､分の1の
実現

･ 働き方､ライフコースの選択に中立な制度設計を目指し

た調整

･ 最低保障機能の強化などによる高齢者の防貧 ･救貧機能
の強化 等

○ 年金記録問題の解決

○ 上記改革を踏まえた､年金の費用推計

･ 上記の作業に応じた必要な推計を行う｡その際､社会保

障国民会議試算を推計の参考とする｡
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検討事項 (就労促進チーム)

以下の事項について､6月の社会保障改革案の全体像とりま

とめに向け､具体化に向けた検討を行うこと｡検討の過程では､

事務局と連携を図り､随時本部にも報告すること｡

○ 若年者雇用対策の強化

･､ 新卒者支援の強化等

･ フリーター ･ニー ト対策

○ 女性の就労促進 (女性M字力｢ブ解消等)

･ ポジティブ ･アクションの推進

･ 仕事と家庭の両立支援

･ 多様な働き方の推進

○ 高齢者就労促進

･ 65歳までの雇用確保

･ いくつになっても働ける高齢者雇用の促進

○ 雇用の質の向上に向けた対策の推進

･.有期労働契約の在り方の検討
･ パー トタイム労働の在り方の検討

派遣労働者の雇用の安定の推進

･ 同一価値労働 ･同一賃金に向けた均等 ･均衡待遇の推進

･ 雇用形態に中立的な社会保障制度

･ 成長を支える人材育成のための職業訓練の充実強化

･ 最低賃金の引上げに向けた取組

等
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検討事項 (葺画 ･格差チーム)

以下の事項について､6月の社会保障改革案の全体像とりま

とめに向け､具体化に向けた検討を行うこと｡検討の嘩程では､
事務局と連携を図り､随時本部にも報告すること｡

○ノ トランポリン型社会の形成に向けたセ-フティネット機能
の強化

○ 総合的な第 2のセーフティネット対策の具体化
･ 住宅扶助の見直しも含めた低所得者向け住まい対策

･ 住宅手当制度の見直し
･ パーソナルサポー トサービス

○ 地域コミュニティーの再生に向けた取組
丁 社会福祉法人等による地域での見守り活動
･ 民生委員の活動等相談支援体制の確立

○ 総合福祉資金貸付の相談体制の強化

○ 権利擁護事業の推進

○ 生活保護のあり方の見直し

等

○ 上記改革を踏まえた､貧困 ･格差を把握するための指標の
検討

EUを参考にした指標の検討

○ 上記改革を踏まえた､貧困 ･格差改善の姿を達成するため

の政策パッケージを提示し､政策に必要な費用とそれに伴う
政策効果 (社会コス トの削減､雇用創出等)の推計

I-751



<サブチームでの検討事項>

○ ′総合的な低所得者向け医療 ･福祉サービス等の自己負担軽

減策の検討

○ 低所得者､失業者等の保険料負担の在り方等の検討
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検討事項 (子とも･子育て支捷チーム)

以下の事項について､6月の社会保障改革案の全体像とりま

とめに向け､具体化に向けた検討を行うこと｡検討の過程では､

事務局と連携を図り､随時本部にも報告すること｡

○ 子ども､･子育て新システムの実現

○ 新システム実現も踏まえた､子ども･子育て施策の費用 (平

成 21年度税制改正法改正附則第 104条にいう少子化対策に

要する費用)の推計､雇用拡大効果等成長への政策効果の推計
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	（９） 政策統括官（社会保障担当）1
	（９） 政策統括官（社会保障担当）2
	（９） 政策統括官（社会保障担当）3



